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１．ＰＰＰ／ＰＦＩ推進に当たっての考え方 

（１）基本的な考え方 

ＰＰＰ／ＰＦＩは、公共施設等の整備・運営に民間事業者の資金や創意工夫、迅

速な投資判断を活用することにより、効率的かつ効果的で良好な公共サービスを

実現する手法である。その効果は行財政負担の軽減のみならず、以下のように、

インフラの老朽化や人手不足等の社会課題の解決と、「強い経済」の実現に貢献す

るものであることから、公共部門における官民連携投資や危機管理投資の促進を担

うものとしてＰＰＰ／ＰＦＩを推進していく必要がある。 

これからのＰＰＰ／ＰＦＩの推進に当たっては、３０年間続いたコストカット型経

済から脱却し、「新たな成長型経済」への移行に応じ、行政においては「歳出の効

率化」のみならず「行政の効率化」、住民から見た場合は「サービスの維持・向上」、

民間事業者においては「利益の創出」や「長期・安定的な契約による担い手の確

保・優れた人材の育成」、「民間資金の効果的な活用」という視点から推進していく

必要がある。 

ⅰ）行財政の持続可能性の実現とインフラや公共サービスの維持向上の両立 

生産年齢人口（１５～６４歳）1について、２０３０年までの１０年間は平均４３

万人／年、２０３０年以降の１０年間は平均８６万人／年と、減少の速度が２倍

になる見込みである。また、地方の建設業者等も地方公共団体も職員の減少が見込

まれる中で既にインフラや公共サービスの維持が困難となっている地域もあり、官

民が連携して効率的かつ優れた品質の公共サービスの提供が実現できるよう、早急

に対応する必要がある。事業の規模の大小にかかわらず、ＰＰＰ／ＰＦＩの推進

によって、公共施設等の建設、維持管理等に係る財政、人員等の行政の効率化が図ら

れることにより、行財政の持続可能性の実現とインフラの確保の両立をはじめ、

多様な政策ニーズに的確に対応し、適切かつ効果的な賢い支出による経済・財政

一体改革に貢献することが期待される。また、既存の公共施設等の使い方を見直

すことで、効率的運用やサービス向上、用途の多様化を図っていく等の工夫をこら

すことも必要である。 

ⅱ）新たな雇用や投資を伴うビジネス機会の拡大 

ＰＰＰ／ＰＦＩは、新たな雇用や投資を伴う民間事業者のビジネス機会を拡大する

ものである。収益施設の併設等の民間事業者の収益事業が展開されることで、その

効果は一層拡大する。さらに、ＰＰＰ／ＰＦＩの促進を通じ潤沢な民間資金の流れ

 
1 「日本の地域別将来推計人口（令和５年推計）（国立社会保障・人口問題研究所資料）」参照。 
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を作ることで、金融機関によるプロジェクトファイナンスの活性化や資金提供主体

としてのインフラファンドの育成、投資家から資金の調達を行うインフラ投資市場

の整備を促進していく必要がある。 

ⅲ）地域課題の解決と持続可能で活力ある地域経済・社会の実現 

ＰＰＰ／ＰＦＩによる良好な公共サービスの提供や民間事業者の収益事業の

展開は、地域のにぎわいの創出や、地域課題の解決に資する取組を実現するととも

に、地域企業、地方公共団体、大学、金融機関等の関係者間でパートナーシップを

形成し、持続可能で活力ある地域経済・社会の実現に向けた取組を促進する。その

際、地域金融機関は、官民双方の立場を理解し両者をつなぐ「ハブ」の役割を果た

すことが期待できるため、地域金融機関が具体的な案件形成に参画することが重要

である。ＰＰＰ／ＰＦＩの推進による魅力的で活力ある地域の実現は、地方創生に

関する総合戦略等の推進に貢献することが期待される。 

ⅳ）国土強靭化・脱炭素化・デジタル化などの政策課題に対する取組への貢献 

官民の適切な役割分担の下、民間事業者の創意工夫を活用するＰＰＰ／ＰＦＩ

手法は、インフラ老朽化対策を含む事前防災・予防保全の徹底による国土強靭化、

２０５０年カーボンニュートラルの実現に向けた脱炭素化、ＧＸ型の産業集積やワ

ット・ビット連携を促進した新たな産業クラスターの形成、ＡＩ・デジタル技術の

社会実装など、新たな政策課題への取組においても有効であると考えられる。 

 

（２）推進の方向性 

官民連携による投資促進を図り、期待される効果の最大化を図るため、ＰＰＰ

／ＰＦＩを質と量の両面から充実させるとともに、ＰＰＰ／ＰＦＩ事業がもたら

す効果が広範に波及し、更なる事業の実施につながる好循環を生み出すことが重要

である。 

このため、ＰＰＰ／ＰＦＩが自律的に展開するための基盤を早期に整えるべく、

令和４年に事業規模目標期間（令和４年度から令和１３年度までの１０年間をいう。

以下同じ。）を定め、そのうち令和４年度からの５年間を重点実行期間と位置づけた

ところであるが、令和４年度からの３年間における進捗状況等を踏まえ、事業規模

目標を見直すとともに、施設の老朽化が進行する生活関連インフラ分野を重点分野

に追加し、残りの事業規模目標期間においても支援策の拡充・重点的な投入を行う

など、以下に掲げる取組を集中的に講じることとする。 

取組に当たっては、国の支援策と株式会社民間資金等活用事業推進機構（以下

「機構」という。）の出融資機能及びコンサルティング機能を重点的に活用し、先

導的事例の早期形成に取り組むことや、令和７年１２月に新たに設置された「ＰＰ

Ｐ／ＰＦＩ投資促進タスクフォース」の下で、ＰＰＰ／ＰＦＩ事業を実施する上で



3 
 

明らかになった課題や地方公共団体・民間事業者等から寄せられた課題、社会・経

済の変化に伴い制度・運用の障害が生じている事項等を適切に把握し、見直しを図

っていくことが重要である。 

 

ⅰ）地域における活用拡大 

ＰＰＰ／ＰＦＩの充実に向けては、活用される地域の拡大と、各地域における

ＰＰＰ／ＰＦＩの継続的な活用が重要である。 

優先的検討規程 2など、ＰＰＰ／ＰＦＩ手法を積極的に検討する仕組みやＰＤＣ

Ａサイクルの下、事後評価等を通じて手法の改善を検討する仕組みの定着を促進す

るとともに、ＰＰＰ／ＰＦＩ地域プラットフォーム 3（以下「地域プラットフォー

ム」という。）など関係者の連携の場の構築等を推進し、各地域におけるＰＰＰ／Ｐ

ＦＩの定着に取り組む必要がある。 

また、地域の実情や事業の特性に応じ、地域人材の育成や地域資源の活用、地

域企業の参画・取引拡大・雇用機会創出など、地域経済・社会により多くのメリッ

トをもたらすことを志向するＰＰＰ／ＰＦＩ（以下「ローカルＰＦＩ」という。）

の推進により、ＰＦＩ事業等が地域にもたらす効果への理解促進を図ることが重要

である。このため、ＰＦＩ事業等の案件形成、事業者選定、契約履行等のあらゆる

段階においてローカルＰＦＩが推進される環境整備を行う必要がある。 

特に、規模の小さい地方公共団体における活用の促進に向けては、これまでＰＰＰ

／ＰＦＩが活用されてきた国や地方公共団体に対する方策とは異なるアプローチ

も必要となる。例えば、空き家・遊休公的不動産 4等の比較的小規模な既存ストック

や地域交流の場である公園、公民館等の身近な施設を対象としたＰＰＰ／ＰＦＩ

モデルの形成支援や、地方公共団体等の一層の負担の軽減や分かりやすさの向上

に向けたマニュアル等の見直し、地方公共団体に対する積極的な支援の継続・強

化や中小事業者を含めた民間事業者への情報提供など、地方公共団体や地域の民

間事業者等もＰＰＰ／ＰＦＩに取り組みやすい環境の整備をさらに進めていく必

要がある。 

 

ⅱ）活用対象や範囲の拡大 

ＰＰＰ／ＰＦＩは比較的規模の大きいハコモノの建設を中心に活用されてきたが、

効率的かつ効果的であって良好な公共サービスの実現に民間事業者のノウハウを

いかす観点からは、規模の小さい施設や、維持管理・修繕・更新、運営により提

 
2 公共施設等の整備等を行う際にＰＰＰ／ＰＦＩ手法を優先的に検討することを定める優先的

検討規程をいう。 
3 地域企業、地方公共団体、大学、金融機関等の関係者が集まり、ＰＰＰ／ＰＦＩ事業のノウハ

ウ習得と案件形成能力の向上を図り、具体の案件形成を目指した取組を行う活動の場をいう。 
4 公的不動産とは、公共施設等の管理者等（ＰＦＩ法第２条第３項）が保有する土地及び建物をいう。 
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供されるサービスに民間事業者の創意工夫の発揮が期待できる既存の公共施設等、

さらには、ハイブリッドダム、漁港、人工衛星等の新たに活用の展開が期待される

公共施設等へとＰＰＰ／ＰＦＩ活用の裾野を拡大することが重要である。公共施

設等運営事業については、既存の制度や枠組みの制約を明らかにしつつ、新たな分野

での活用の拡大を図ることが重要である。このため、好事例の紹介や、先行事例

を踏まえた戦略的な働きかけを行いながら、関係省庁の施策を共有・分析して効果

的である施策を事業の規模の大小にかかわらず分野横断的に展開する必要がある。 

また、一層の歳出削減、不足する地方公共団体等の職員の補完、民間事業者の参

入促進等の観点から、官民が手を取り合ってこれらの社会課題の解決を目指す分野

横断型・広域型のＰＰＰ／ＰＦＩの活用促進が必要である。具体的には、単独では

事業化が困難な場合であっても、類似施設・共通業務の統合による効率化を図る

分野横断型ＰＰＰ／ＰＦＩ5、地方公共団体間の連携による業務の効率化・補完に

も資する広域型ＰＰＰ／ＰＦＩ6の形成の促進が重要である。 

 

ⅲ）ＰＰＰ／ＰＦＩ手法の進化・多様化 

これまでＰＰＰ／ＰＦＩは施設整備を中心に活用されてきたが、地域課題の解

決や持続可能で活力ある地域経済・社会へ貢献する観点からは、施設整備のみな

らず、施設・分野を横断した地域全体の状況を総合的に把握し経営視点を持って運

営を行う「地域経営型官民連携」の取組が有効である。このため、まちづくりや各

産業等における構想、事業の企画等の上流段階から、地域内外の人材や事業者を積

極的に取り込むことで、多様なアイデア・技術・資金等を効率的に運用し、地域へ

の再投資が効果的に行われるような官民連携手法の活用が求められる。その際、民

間提案など民間事業者等の創意工夫を最大限活用していくことが重要である。 

また、複数年度で予算を確保し運営期間が長期にわたるＰＦＩ事業等において、

更なる効率化等を目的に将来的な広域化を見据えることが望まれるとともに、技術

革新が加速度的に進む中、管理運営手法を陳腐化させず継続的に運営効率の向上を図

っていく必要がある。このため、これまで旧来技術を用いてきた事業者も含めた幅広

いケースにおいて、機動性のあるスタートアップ等と連携し、新技術を導入すること

や、柔軟かつ合理的な契約内容等の見直しを行うことが効果的である。 

さらに、企業版ふるさと納税やクラウドファンディングなど、新たな資金調達手

法について積極的な活用を図ることも重要である。 

激甚化・頻発化する自然災害、インフラ老朽化等の危機から地域住民の生命・財

産・暮らしを守り、地域社会の重要な機能を維持するため、防災への配慮が必要で

ある。公園、みなとオアシス等は、大規模災害時に地域住民の避難所等として利用

 
5 複数分野又は複数の公共施設等を一括して事業化する手法をいう。 
6 複数の地方公共団体が公共施設等の管理者等となってＰＰＰ／ＰＦＩ事業を実施する手法をい

う。 
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されることも想定される。このため、ＰＰＰ／ＰＦＩを活用する際にも、地域の実

情に応じて防災に配慮した施設整備が考えられる。 

その際、昨今の財政の逼迫状況に鑑み、フェーズフリー7の視点を取り入れること

で日常の機能を向上させて地域の活性化を促すとともに、非常時でも機能が継続的

に利用できる災害対策の両立を図るなど、官民連携による民間の創意工夫を活用し

ていくことも効果的であると考えられる。 

国土強靭化、脱炭素化、デジタル化、地方創生等の政策課題に対して、政府方

針に基づく施策や事業を効率的かつ効果的に実施していくために、官民の適切な役割

分担による総合的なアプローチが求められる。 

このような政策課題への対応や様々な分野間での連携により新たな施設整備の

需要が生み出され、官民連携の更なる活用が期待される。他方で、人口減少・高齢

社会の到来で新たに必要となるサービスなど需要減少等で今後持続可能性に課題

が生じるサービスに対しても、官民の適切なリスク分担や民間事業者の創意工夫の

いかし方などＰＰＰ／ＰＦＩが蓄積してきた経験とノウハウをいかし、官民連携に

よる提供・維持に貢献していくことが求められる。 

 

ⅳ）民間事業者の創意工夫の最大化と適正利益が確保される環境構築 

「新たな成長型経済」への移行が進む中、民間事業者の努力や創意工夫が最大限

発揮されることにより、民間事業者が適正な利益を得られる環境を構築することが

重要である。このため、構想段階からの官民対話、性能発注や民間事業者による

提案を推進し、民間事業者の創意工夫による工事費等の削減や収益事業による利益

創出を図る。あわせて、費用削減以外の民間事業者が創出する多様な効果の適切

な評価を推進するとともに、民間事業者を取り巻く物価・賃金等の環境や金融市況

の把握に努めつつ、予定価格に最新の実勢価格や統括管理等に要する費用を適切

に反映させるほか、契約金額改定の基準となる物価指数として市場価格への感応度

が高いものを採用するなど、物価変動への適切な対応を含め適正な価格の算出を推

進する。 

民間事業者の創意工夫を発揮する余地を拡大する観点からは、事業期間を長く

設定していくことや行政財産である土地等を柔軟に活用すること、公共施設等運営

事業など民間事業者の自由度がより高い手法に発展させていくという視点も重要

である。 

また、民間事業者の創意工夫を発揮する上で障害となり得る制度面の課題を汲み

上げ、運用上の対応を明確化することや制度の改善検討を促すことなど、ＰＰＰ／Ｐ

ＦＩを民間事業者が活動しやすい規制改革・行政改革の端緒とする視点が重要であ

る。 

 
7 平常時と災害時の境界をなくし、平時の生活を充実させることで災害時の生活も充実させると

いう考え方をいう。 
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さらに、民間事業者の発意によるＰＰＰ／ＰＦＩ事業の案件形成を促進するため、

地方公共団体における官民連携体制の明確化、実効性のある民間提案に向けた取組

の強化等が必要である。地域プラットフォーム等において、行政と民間事業者が地

域の抱える課題と活用可能な資源を共有することも有効と考えられ、地域プラット

フォームの全国展開と機能強化が重要である。 

 

ⅴ）地域の主体の能力強化と人材の確保 

行政職員の減少だけでなく、民間事業者の働き手不足も危惧される中、ＰＰＰ／

ＰＦＩ事業の実施が次の事業の実施につながるという好循環を全国で生み出すには、

地方公共団体、地域の民間事業者、地域金融機関など、ＰＰＰ／ＰＦＩに携わる主

体の能力強化と人材の確保が重要である。 

このため、これまでに掲げた取組に加え、地域金融機関における案件形成能力の強

化、機構を活用した地域金融機関の人材育成、ＰＰＰ／ＰＦＩ事業の実績を有する地

域外の企業との協業・連携、地域への専門家派遣や地域プラットフォームを活用した

地方公共団体や民間事業者のノウハウの定着・向上に取り組み、あわせて関係者の

機運醸成を進める必要がある。また、それぞれの地域の実情をきめ細かく把握し

た上で施策の充実を図ることが重要である。 

多様なＰＰＰ／ＰＦＩの手法やプロセスから地域の実情や課題に応じた適切なＰＰ

Ｐ／ＰＦＩの手法やプロセスが選択できるよう、実績や多様な効果、事業実施上の課

題解決のノウハウ等の情報の共有・「見える化」を推進することが有効であり、国によ

る情報提供を強化する必要がある。 

 

ⅵ）広報活動の強化 

行政、住民、民間事業者により大きなメリットをもたらすＰＰＰ／ＰＦＩを推進

するため、その優良事例を地方公共団体に提供するとともに、行政、住民、民間事

業者等に広く周知するため、ＷＥＢサイトの改善、ＳＮＳの活用、寄稿、講演など

積極的な広報活動を実施する。 
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２．ＰＰＰ／ＰＦＩの推進施策 

（１）地方公共団体等の機運醸成、ノウハウの蓄積、案件形成に向けた積極的な支援 

【方針】 

行財政負担の軽減のみならず、地域人材の育成や地域資源の活用、地域企業の参画

など、ＰＦＩ事業等の地域経済・社会に対する多様な効果を適切に評価し、案件形

成、事業者選定、契約履行等のあらゆる段階において事業化を進めやすい環境整

備を行うことにより、ローカルＰＦＩの推進を図る。 

ＰＰＰ／ＰＦＩが自律的に展開する基盤の形成に向けて、優先的検討規程の策定・

運用の支援とともに、優良事例の表彰など機運醸成に資する取組を促進する。 

また、ＰＰＰ／ＰＦＩ事業に精通した人材の育成・活用に関する取組や、より一

層の地方公共団体の負担軽減に資するマニュアルの整備など、実務担当者がＰＰＰ／

ＰＦＩ事業に関する必要な情報を容易に得ることができる環境の整備を進める。 

あわせて、ＰＰＰ／ＰＦＩ地域プラットフォーム協定制度 8による企画・構想段階

の支援や導入可能性調査の支援、地方公共団体の初期財政負担の軽減のほか、多様

な検討段階に応じた伴走型の支援を行い、案件形成を促進する。 

加えて、民間事業者のイニシアティブを活用した案件形成を促進するため、構想

段階からの継続的かつ安定的な官民対話を促進するなど、民間事業者による提案が

積極的に活用されるよう実効性の高い環境整備を行う。 

さらに、地域プラットフォーム（地方ブロックプラットフォーム 9及び協定プラット

フォームを含む。）の形成促進と継続的な活動の支援を行う。 

以上を通じて、関係する各主体の機運醸成、ノウハウの蓄積、案件形成に向けた

積極的な支援を行う。 

 

【具体的取組】 

ⅰ）ローカルＰＦＩの推進 

① 令和５年に作成し、令和８年２月に改定した「ＰＰＰ／ＰＦＩ事業の多様な

効果に関する手引・事例集」や、令和５年６月に「事業者選定時の評価にお

ける地域企業の参画の有無、地域経済への貢献等の考慮」を追記したプロセス

 
8 地方公共団体をはじめ地域の関係者のＰＰＰ／ＰＦＩに対する理解度の向上を図るとともに、

地域の様々な事業分野の民間事業者の企画力・提案力・事業推進力の向上やその能力を活用した

案件の形成を促進するため、内閣府及び国土交通省が地域プラットフォームの代表者と協定を

結び、当該地域プラットフォームの活動を支援する制度をいう。内閣府及び国土交通省と協定を締

結している地域プラットフォームを以下「協定プラットフォーム」という。 
9 国土交通省と内閣府が連携し、９つの地方ブロック（北海道、東北、関東、北陸、中部、

近畿、中国、四国、九州・沖縄）に設置した産官学金がＰＰＰ／ＰＦＩに関する情報・ノウハウ

の横展開を図る活動の場をいう。 
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ガイドラインについて、令和４年１０月に実施要領を策定した民間提案に対する

加点措置と併せ、ローカルＰＦＩの形成に活用されるべく周知する。（令和５

年度掲載、令和６年度強化 10）＜内閣府＞ 

② 優先的検討において、事業の目的や性質に応じ、行財政負担の軽減のみではな

く、地域経済・社会への貢献等の多様な効果を評価することを促進するととも

に、導入可能性調査への支援に際し、ローカルＰＦＩの検討を一部要件化す

る。（令和５年度掲載）＜内閣府＞ 

③ 地域プラットフォームにおいて、機構や地域の経済団体等と連携し、ローカル

ＰＦＩの理解促進、案件形成、地域企業の参画に資する取組の実施を促進する。

（令和５年度掲載）＜内閣府＞ 

 

ⅱ）ＰＰＰ／ＰＦＩ手法の優先的検討等の推進 

① 令和７年６月に改定した「多様なＰＰＰ／ＰＦＩ手法導入を優先的に検討するた

めの指針」及び令和８年３月に改定した「多様なＰＰＰ／ＰＦＩ手法導入優先的検

討規程策定・運用の手引」（以下「指針等」という。）に基づき、人口５万人以上の

地方公共団体における優先的検討規程の策定及び運用を促す。特に、策定意向が

ない地方公共団体に対し、ＰＰＰ／ＰＦＩ事業への理解や優先的検討規程を策定

する機運を向上させる取組を実施する。また、人口２０万人未満の地方公共団体

へのＰＰＰ／ＰＦＩ事業の導入が図られるよう、同指針に示す対象事業の事業

費の基準を下回る基準を柔軟に設定できることを周知するとともに、優先的検

討規程の運用を支援する事業等を実施する。特に人口１０万人未満の地方公共

団体については、先進的な取組を行う同規模の地方公共団体の事例の紹介を行

う。（平成２７年度掲載、令和８年度強化）＜内閣府＞ 

② 急速に人口減少が進む中、一層の歳出の効率化、不足する地方公共団体職員の

補完を図るため、ＰＰＰ／ＰＦＩ事業において民間事業者の参入を促進するに

は一定の事業規模を確保することが望ましいことから、指針等に基づき、地方

公共団体が策定する優先的検討規程において、優先的検討の開始時期において

分野横断型ＰＰＰ／ＰＦＩ及び広域型ＰＰＰ／ＰＦＩの検討を促進することを

盛り込み、その趣旨に沿って優先的検討が行われるよう地方公共団体に周知す

るとともに、支援を実施する。（令和７年度掲載）＜内閣府＞ 

③ 指針等に基づき、地方公共団体が策定する優先的検討規程において、民間事業

者が創出する多様な効果の検討・評価を促進することを盛り込み、その趣旨に

沿って優先的検討が行われるよう地方公共団体に周知するとともに、支援を実

施する。（令和７年度掲載）＜内閣府＞ 

④ 優先的検討規程の策定・運用状況については、毎年度調査を行い、結果を公表

 
10 「令和○年度掲載」は当該施策がアクションプランに記載された年度を示す。「令和○年度

強化」は当該施策が直近で実質的に拡充・強化された年度を示す。以下同じ。 
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するとともに、負担軽減のための運用の簡素化を含め、優先的検討規程の実効性の

向上に向けた見直しを促進する。（平成３０年度掲載、令和４年度強化）＜内閣府＞ 

⑤ 国、地方公共団体及び公共法人における優先的検討の対象事業や検討の状況に

ついて、民間事業者による提案・参画促進の観点から積極的な公表を促す。

また、ＰＰＰ／ＰＦＩ事業を実施する可能性がある国の独立行政法人であっ

て優先的検討規程が未策定の法人に対し、早期の優先的検討規程の策定を促

す。（令和４年度掲載、令和８年度強化）＜内閣府＞ 

⑥ ＰＰＰ／ＰＦＩの導入検討を各分野の交付金等において一部要件化した事業分野

（公営住宅、下水道、都市公園 11、一般廃棄物処理施設、浄化槽、農業集落排

水、卸売市場、水道施設等、公立義務教育諸学校等、市街地整備等分野のまちづ

くりに必要な施設等、警察施設、工業用水道）について、着実に運用を実施す

る。（平成２９年度掲載、令和６年度強化）＜国土交通省＞（令和元年度掲載）

＜環境省＞（令和２年度掲載）＜農林水産省＞（令和３年度掲載）＜文部科学省＞

（令和５年度掲載）＜経済産業省＞また、一部要件化する事業分野の更なる

拡大に向けて検討を行う。（令和２年度掲載、令和４年度強化）＜関係省庁＞ 

 

ⅲ）首長、地方議会等の機運醸成に向けた情報提供等 

① 首長、地方議会等のＰＰＰ／ＰＦＩに対する機運醸成を図るため、機構も協力

して首長、地方議会等を対象としたセミナー等を実施する。特に、ＰＦＩ事業

の実績が無い又は少ない都道府県、地域プラットフォームが設置されていない

都道府県に対して、国土交通省・機構と連携してトップセールスを実施する。

（平成２９年度掲載、令和６年度強化）＜内閣府＞ 

② 行政だけでなく民間事業者や住民それぞれにメリットをもたらすＰＰＰ／ＰＦＩ

の在り方など、本アクションプランの趣旨や内容に関する地方公共団体職員の

理解増進及び機運醸成を図るため、全都道府県のＰＰＰ／ＰＦＩ担当部局の

課長級職員を集めた会議を開催するとともに、様々な機会を活用して地方公共

団体への周知を徹底する。（令和６年度掲載）＜内閣府、関係省庁＞ 

③ 地方公共団体、住民、地域の中小事業者を含めた民間事業者、金融機関等の

様々な関係者が、ＰＰＰ／ＰＦＩを導入することで得られる効果や様々な事業

手法をそれぞれの立場で分かりやすく感じることができる事例集等の説明ツー

ルを開発し、周知活動を強化する。（令和４年度掲載、令和８年度強化）＜内閣

府＞ 

④ 多くの地方公共団体の対象となり得る事業分野を中心に、ＰＰＰ／ＰＦＩの

参考となる事例を取りまとめた「ＰＰＰ／ＰＦＩ事業の多様な効果に関する

手引・事例集」を周知し、地方公共団体におけるＰＰＰ／ＰＦＩに対する理解

 
11 国民スポーツ大会・全国障害者スポーツ大会の会場となる都市公園内のスポーツ施設における

ＰＦＩ事業の推進を図る。 
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の浸透と積極的な活用を図る。また、ホームページなどを活用し、より多くの事

例の発信を行う。（令和３年度掲載、令和４年度強化）＜内閣府＞ 

⑤ ＰＰＰ／ＰＦＩ事業の中から先導的な優良事例等を選定し、内閣府特命担当大

臣等からその事例に対して表彰を行う「ＰＰＰ／ＰＦＩ事業優良事例表彰」を

通じて、ＰＰＰ／ＰＦＩの活用地域の拡大、活用対象の拡大及び民間事業者の

創意工夫を図る。また、表彰と連動し、ＰＰＰ／ＰＦＩに関する国民、地方公

共団体、民間事業者等への積極的な広報を行う。（令和６年度掲載）＜内閣府＞ 

 

ⅳ）マニュアル等の整理・周知による地方公共団体等の負担軽減 

① ＰＰＰ／ＰＦＩ事業の検討を支援するため、令和５年３月に改定した「地方

公共団体におけるＰＦＩ事業導入の手引き」について、それ以降に策定や改定

等行った各種手引・事例集の内容の追加を検討する。（令和４年度掲載、令和８

年度強化）＜内閣府＞ 

② 地方公共団体等がより適切にＰＦＩ事業の実施に係る各種契約書を作成できる

よう、標準契約書を必要に応じて見直すとともに、各種契約書案をエリアや

事業分野別に整理したＰＦＩ契約書情報及び各種マニュアルを充実させ、周知

する。（令和２年度掲載、令和８年度強化）＜内閣府＞ 

③ ＰＦＩ導入の検討手続の効率化や検討開始から事業契約締結までの検討期間の

短縮化、公募に係る提案資料の削減など、行政と民間事業者の双方の負担軽減

につながる取組として、地方公共団体向けＰＦＩ事業実施手続効率化のマニュ

アルを令和８年３月に策定・公表した。地域プラットフォームや各種講演等を

活用して周知するなど、積極的な活用を促す。（令和７年度掲載）＜内閣府＞ 

 

ⅴ）専門的な人材の派遣、育成、活用の支援等 

① ＰＰＰ／ＰＦＩ事業の専門家、法律、会計、税務、金融等の高度な専門的知識を

有する公共施設等運営事業の専門家及び地方公共団体等におけるＰＰＰ／ＰＦＩ

に係る業務経験が評価・認定された専門家の地方公共団体や地域プラットフ

ォーム等への派遣によるＰＰＰ／ＰＦＩ事業に関する情報提供、助言等の支援

の実施について、更なる広報等の実施により、派遣件数を増やし、具体の案件形

成に向けた取組を強化する。（平成２８年度掲載、令和４年度強化）＜内閣府＞ 

② 国土交通大学校等の国の教育機関を活用し、実践的なカリキュラムを充実させ

るなどにより、ＰＰＰ／ＰＦＩ事業に関する知識を有する職員等を育成する。

（平成２８年度掲載）＜国土交通省、内閣府＞ 

 

ⅵ）民間事業者・金融機関における案件形成支援 

① 地域の課題・事情に通じている民間事業者や地域金融機関と継続的に意見交換
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を行い、ＰＰＰ／ＰＦＩに取り組みやすい環境の整備に努める。（令和７年度掲

載）＜内閣府＞ 

② 機構は、地域におけるＰＦＩ事業で地域の民間事業者が主導的な役割を担うこ

とができるよう、従来からの地域プラットフォーム等を通じたＰＦＩに係る知

識や具体的案件への取組方法等の情報提供に加え、令和４年のＰＦＩ法改正を

受け令和６年５月に機構内に設置した「官民連携支援センター」において、地

域再生法に基づき付与されているコンサルティング機能も活用しつつ、企画・

構想段階からの伴走支援を展開し、地域の民間事業者が参画しやすい案件形成

に向けた支援や助言を一体的に行う。（平成２８年度掲載、令和６年度強化）＜

内閣府＞ 

③ 機構は、地域金融機関等の職員に対し、ＰＦＩに係る金融実務の習得を目的と

した体系的な実務者研修を継続的に実施するとともに、令和７年度中に作成・提

供した融資契約書等の参考例に加え、令和８年度中に解説書を作成・提供すること

で、プロジェクトファイナンスのノウハウの移転を進め、地域人材の育成を図

る。これらにより、令和８年度までに機構がノウハウ移転を行った地域金融

機関等が全ての都道府県において所在する状況の実現を目指す。（令和４年度掲

載、令和８年度強化）＜内閣府＞ 

④ 地域金融機関が地域課題の解決に一層貢献していくための施策等を取りまとめ、

令和７年１２月に策定した「地域金融力強化プラン」に基づき官民連携のまち

づくりを促進する観点から、地域金融機関による地域プラットフォームへの参

画を促していく。（令和８年度掲載）＜金融庁＞ 

 

ⅶ）地方公共団体のＰＰＰ／ＰＦＩ導入検討の財政支援等 

① 地方公共団体がＰＰＰ／ＰＦＩ導入検討に際し実施する導入可能性調査等の

調査費用を支援する。特に、新たな活用モデルの形成への支援や、人口１０万人

未満の地方公共団体への支援を積極的に行う。（令和３年度掲載、令和４年度強

化）＜内閣府、関係省庁＞ 

② 地域再生に資するプロジェクトとしてＰＰＰ／ＰＦＩの活用を図る地方公共

団体の取組について、地域未来交付金等の支援措置により積極的に支援する。あ

わせて、地域プラットフォームや各種講演等を活用して周知するなど、積極的な

活用を促す。（令和元年度掲載）＜内閣府＞ 

③ 小規模な地方公共団体を中心に、ＰＰＰ／ＰＦＩを発注する際に必要となる

アドバイザリー費用等の初期の財政負担が課題となっていることから、アドバ

イザリー費用について、各分野の交付金等（水道、下水道、農業集落排水、

公営住宅、浄化槽、水力発電施設、一般廃棄物処理施設、都市公園、市街地

整備等分野のまちづくりに必要な施設、警察施設、公営水力、工業用水道等）12

 
12 部分的な支援も含む。 
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により適切に支援するとともに、交付金等による支援分野の拡大等を含めて、

地方公共団体の取組が加速するようなインセンティブについて検討を行う。

（令和２年度掲載）＜内閣府、関係省庁＞（令和５年度掲載）＜経済産業省＞ 

 

ⅷ）民間提案の積極的活用 

① 民間事業者からの提案等を促進するため、地方公共団体におけるＰＰＰ／ＰＦ

Ｉに対応する統一的な窓口の設置やサウンディングの公募、民間提案の事業リ

ストの公開を促すとともに、地方公共団体の窓口設置や事業リスト公開等の情

報を一覧化して公表し、随時更新する。また、令和７年８月に取りまとめた性

能発注に関する事例集及び令和８年４月に取りまとめた民間提案に関する事例

集の周知を行う。（令和４年度掲載、令和７年度強化）＜内閣府＞ 

② ＰＦＩ法第６条に基づく民間事業者からの提案等を全国から発掘し、幅広い分

野において民間の提案をいかすため、「ＰＰＰ／ＰＦＩ投資促進タスクフォース」

を活用し、民間事業者の設計・建設・運営・維持管理に係るアイデア・技術・サ

ービス等（スタートアップの有する新技術やサービスを含む。）の募集等を行い、

特定の施設に関する具体的な提案に結実するよう、関係府省のネットワークを

通じ、提案に関心を有する管理者等との連絡・調整や具体的な提案に対する支

援、制度的課題についての検討を行う。（令和８年度掲載）＜内閣府＞ 

③ ＰＰＰ／ＰＦＩ事業の促進にとって有益な民間事業者からの活発な提案を促す

ため、令和４年１０月に策定した「公共調達における民間提案を実施した企業

に対する加点措置に関する実施要領」を周知する。また、公共施設等の管理者

等による「ＰＰＰ／ＰＦＩ事業民間提案推進マニュアル」の活用促進を図ると

ともに、民間提案の実施状況を定期的に調査し、民間提案制度の実効性をより

高めるための検討を行う。（平成２９年度掲載、令和４年度強化）＜内閣府＞ 

 

ⅸ）地域プラットフォーム等を通じた地域活性化に資するＰＰＰ／ＰＦＩの推進 

① 地域プラットフォームを効果的に運営し、構想段階から継続的・安定的に官民

対話を行って具体の案件形成につなげるため、令和７年度から創設した「地域

プラットフォーム形成・運営支援」、令和７年５月に改定した「ＰＰＰ／ＰＦＩ

地域プラットフォーム設置・運用マニュアル」、③のＰＰＰ／ＰＦＩ専門家派遣

制度等の活用による支援を行うとともに、地域の課題・事情に精通した民間事

業者や地域金融機関等の参画を促進する。（令和６年度掲載）＜内閣府＞ 

② 特に人口２０万人未満の地方公共団体の地域プラットフォーム（地方ブロック

プラットフォーム及び協定プラットフォームを含む。）への参画を促進する。こ

のため、③のＰＰＰ／ＰＦＩ専門家派遣制度や初期財政負担支援等の支援事業
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について積極的に周知を図るとともに、「ＰＰＰ／ＰＦＩ地域プラットフォーム

設置・運用マニュアル」等の各種マニュアル活用により、特に人口２０万人未

満の地方公共団体に対して、ＰＰＰ／ＰＦＩ導入の意義・必要性を喚起する。

（令和３年度掲載、令和６年度強化）＜内閣府、国土交通省＞ 

③ 地域プラットフォームの実践ノウハウを有する専門家（現に地域プラットフォー

ムに携わる者を含む。）や経験豊かな地方公共団体職員を既存の地域プラットフ

ォームに派遣し、情報提供、助言等の支援を実施する。（平成２８年度掲載）＜

内閣府＞ 

④ 地方ブロックプラットフォーム等を積極的に活用し、地方公共団体・民間事業

者におけるＰＰＰ／ＰＦＩ事業の推進に関する国への施策ニーズの把握に努め

るとともに、地域のインフラを支える地方公共団体の管理機能の確保やスモー

ルコンセッションの推進等に向け、先進事例の横展開・官民対話の促進など、

地方公共団体の事業化検討の支援等を行う。（平成２８年度掲載、令和６年

度強化）＜内閣府、国土交通省＞ 

 

（２）分野横断型・広域型のＰＰＰ／ＰＦＩの展開 

【方針】 

人口減少の急激な進展やインフラ老朽化の進行により、地方においては、限られた

財源・人材の下で膨大な更新需要に対応しつつ、公共サービスを持続的に提供してい

くことが喫緊かつ困難な課題となっている。こうした中、単独の施設・単一分野・単

独自治体による従来型の手法のみでは、効率的かつ継続的なサービス提供に限界が

生じつつある。 

このため、類似施設や共通業務を一体的に扱う分野横断型ＰＰＰ／ＰＦＩや、複数

の地方公共団体が連携して実施する広域型ＰＰＰ／ＰＦＩの活用により、スケール

メリットの発揮、業務の効率化・高度化、専門人材の補完等を図ることが重要である。

これにより、公共サービスの効率的かつ継続的な提供と、民間事業者の参入機会の拡

大を同時に実現することが期待される。 

一方で、分野横断型・広域型のＰＰＰ／ＰＦＩについては、単独型と比較して事例

数が限定的であり、地方公共団体間の調整負担、制度・契約面での整理の難しさ、案

件形成ノウハウの不足等に加え、既設ＳＰＣの活用に関しても、地方公共団体、民間

事業者、地域金融機関ごとに課題が存在する。 

このため、分野横断型・広域型ＰＰＰ／ＰＦＩの形成を重点的に推進する観点から、

本分野に係るＫＰＩ（「経済・財政新生計画」において設定された、2027年度までに

分野横断型・広域型ＰＦＩ事業の累計件数 217件）の達成を目指しつつ、案件形成に

係る支援の強化、制度・運用上の課題の整理・解消（既設ＳＰＣの活用に係る課題整
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理を含む。）、優良事例の横展開等を通じて、普及拡大や質の向上を図るとともに、13

広域型の地域プラットフォームを核とした広域的な推進体制の構築を進める。 

あわせて、優先的検討規程等において分野横断・広域での検討を促進するとともに、

関係省庁の支援施策の横断的な活用を図りつつ、分野横断型・広域型ＰＰＰ／ＰＦＩ

の普及・定着を図る。 

 

【具体的取組】 

ⅰ）分野横断型・広域型ＰＰＰ／ＰＦＩの一層の推進 
① 国の出先機関や機構等が参画した全国９つの地方ブロックプラットフォームに

おける広域型の地域プラットフォーム形成・運営の優良事例等の情報共有や、

形成が進んでいない都道府県との個別対話等を通じて、複数の地方公共団体、

地域内外の金融機関・民間事業者等で構成される広域型の地域プラットフォー

ムの形成・運営を支援し、遅くとも令和８年度までに地域プラットフォームの

全都道府県への展開を図る。ＰＰＰ／ＰＦＩに関する専門的知見やファシリテ

ート能力を有する大学関係者（アカデミア）や専門家等の多様な有識者の参画

を促進する。（平成２９年度掲載、令和５年度強化）＜内閣府＞ 

② 広域行政を担う都道府県が中心となり分野横断型・広域型ＰＰＰ／ＰＦＩを一

層推進していくため、都道府県域を単位とした広域型の地域プラットフォーム

が未設置の都道府県に対する設置に向けた働きかけを強化し、重点的な支援を

実施する。（令和８年度掲載）＜内閣府＞ 

③ 分野横断型・広域型ＰＰＰ／ＰＦＩの案件形成に資する取組を、協定プラット

フォームを活用した支援、導入可能性調査等への支援等の既存の支援制度で優

先的に採択するとともに、企画・構想段階からの伴走支援等により先行的な事

例の形成を推進する。その上で、当該事例における課題や工夫のポイントを整

理し、協定プラットフォームが集まる会議の開催等を通じて広域的な課題の検

討事例として周知し、横展開を図る。（令和元年度掲載、令和８年度強化）＜内

閣府＞ 

④ 先行事例でのポイントを整理した「分野横断型・広域型のＰＰＰ／ＰＦＩ事業

導入の手引」を説明会や地域プラットフォーム等で周知し、横展開を図る。（令

和４年度掲載）＜内閣府＞ 

⑤ ＰＦＩ事業の普及による案件数の増加に伴い、多数のＳＰＣ（特別目的会社）

が設置され、民間事業者のマンパワー等が不足するのではないかとの指摘があ

る。このため、既存のＳＰＣが広域で新たに事業を受託する場合等について、

事例等を踏まえた課題への対応を整理し、「分野横断型・広域型ＰＰＰ／ＰＦＩ

 
13 広域型地域プラットフォームとは、複数市町村が参画する地域プラットフォームである。形成

推進主体としては、都道府県の場合や、複数の市町村の場合がある。 
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事業導入の手引」の改定検討を行う。（令和７年度掲載、令和８年度強化）＜内

閣府＞ 

⑥ ＰＦＩ事業の基礎データベースを整備する際に、分野横断型・広域型ＰＦＩ事

業の実施状況について把握を行い、当該データベースを通じて情報提供を行う。

（令和８年度掲載）＜内閣府＞ 

⑦ 道路と送電施設を備えた海峡横断プロジェクト等の分野横断型の事業構想につ

いて、地方公共団体に対し、官民連携手法の導入に係る検討を支援することに

より、案件形成を促進する。（令和８年度掲載）＜内閣府＞ 

 

ⅱ）個別分野・関連分野における広域化・集約化等に向けた具体策 
① 上下水道においては、令和６年度予算で創設した「上下水道一体効率化・基盤強

化のための補助制度」を活用しつつ、上下水道一体でのＰＰＰ／ＰＦＩを推進

する。集落排水については、令和６年４月に策定した「広域化・共同化計画実

施マニュアル」等に基づき、下水道等との広域化・共同化によるスケールメリット

の確保を図りつつ、案件形成を促進する。（令和６年度掲載）＜国土交通省、農林

水産省＞ 

② 市町村の区域を超えた広域的な水道事業者間の連携等（広域化）の推進のため、

総務省と国土交通省が連携し、地方公共団体が行う水道広域化推進プラン等に基

づく広域化の取組への支援等を引き続き行う。（令和元年度掲載）＜国土交通省、総

務省＞下水道事業については、広域化・共同化の先進的な事例を横展開すること

により、「広域化・共同化計画」の実施を着実に進め、ＰＰＰ／ＰＦＩ活用の促進

につなげる。（平成３０年度掲載、令和５年度強化）＜国土交通省＞ 

③ 水道・下水道事業の広域化等及び更なる民間活用の促進に係る留意点等について、

地方公共団体への周知を図る。（平成２９年度掲載）＜総務省＞ 

④ 技術系職員が限られる中でも、的確なインフラメンテナンスを確保するため、複

数自治体のインフラや複数分野のインフラを群として捉えて、効率的・効果的にマネ

ジメントする「地域インフラ群再生戦略マネジメント（群マネ）」について、令和

７年１０月に公表した手引を活用した普及方策の検討や既存事例が乏しいスキ

ームの具体化に向けた検討を進める。（令和４年度掲載、令和７年度強化）＜国土

交通省＞ 

⑤ 一般廃棄物処理施設整備事業について、老朽化した廃棄物処理施設の増加、担い

手の不足等が懸念されており、他のインフラとの連携に加え、都道府県と市町村

の連携等により、効率的な事業となるよう努める。（令和元年度掲載）＜環境省＞ 

⑥ また、公共浄化槽等整備推進事業について、ＰＦＩ等の民間活用、大型浄化槽

による共同化、公営企業会計の適用について検討することを要件化しており、

令和４年度に改訂した「公共浄化槽等整備推進事業におけるＰＦＩ等の民間活用の

促進に資するマニュアル」に基づき更なるＰＦＩ等の促進を図る。（令和元年度掲
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載）＜環境省＞ 

⑦ 公園整備等と複合化した火葬場の整備・運営事業について、地方公共団体の検討

を加速させるため、ＰＦＩの導入可能性調査に対する優先的な支援を検討すると

ともに、分野横断型・広域型のＰＰＰ／ＰＦＩの事例についてセミナー等で周知

する。（令和８年度掲載）＜内閣府＞ 

 

（３）多様なＰＰＰ／ＰＦＩの展開 

【方針】 

ＰＰＰ／ＰＦＩの質と量の両面からの充実を図る上で、国の支援施策と機構による

支援を積極的に活用して先導的事例を形成し、新たなＰＰＰ／ＰＦＩ活用モデルを

横展開すること等により、多様なＰＰＰ／ＰＦＩの展開に取り組む。 

民間事業者の経営ノウハウを導入し、施設のポテンシャルを最大限いかすことの

できる公共施設等運営事業については、事業規模の大小を問わず、幅広い分野で活

用されるよう、新たな分野での活用の拡大を図ることが重要である。 

人口減少、水道・下水道・工業用水道の膨大な施設の老朽化、職員の不足など、

現下の社会課題の解決に向け、公共施設等運営事業及び同方式に準ずる効果が期待

できる官民連携方式 14（両者を総称して「水の官民連携」15という。なお従前ウォ

ーターＰＰＰと呼称してきたものと同義とする。）の推進により官民一体でサービ

スを維持・向上させる必要がある。カーボンニュートラルの実現に向けて、民間事

業者の創意工夫をいかした脱炭素化の取組を推進していくことも重要である。 

また、低未利用の公的不動産を有効活用することで、地域の「価値」や住民満足

度をより高めるとともに、新たな投資やビジネス機会を創出することが重要であり、

国・地方公共団体側もまちづくりのビジョンを示すなど、官民対話も有効に活用し

つつ、スモールコンセッション 16、ＬＡＢＶ17、公有地の貸付・売却等の多様なＰＰ

 
14 水道、下水道、工業用水道の各分野において、公共施設等運営事業に段階的に移行するための

官民連携方式として、長期契約で管理と更新を一体的にマネジメントする方式をいう。 
15 国による支援に際し、管路を含めることを前提としつつ、民間企業の参画意向等を踏まえ、対

象施設を決定する。地方公共団体のニーズに応じて、水道、工業用水道、下水道のバンドリング

が可能である。なお、農業・漁業集落排水施設、浄化槽、農業水利施設を含めることも可能であ

る。 
16 廃校等の空き施設や地方公共団体が所有する古民家等の空き家の活用について、民間事業者の

創意工夫を最大限にいかした小規模（事業費原則１０億円未満程度）なＰＰＰ／ＰＦＩ事業（コ

ンセッションをはじめとした官民連携による事業運営）を行うことにより、地域課題の解決やエ

リア価値の向上につなげる取組を指す。  
17 地方公共団体等が土地等の公有資産を現物出資、民間事業者が資金出資を行って設立する官民

共同事業体（Ｌｏｃａｌ Ａｓｓｅｔ Ｂａｃｋｅｄ Ｖｅｈｉｃｌｅ）をいい、ＬＡＢＶを活

用して事業開発を行うことをＬＡＢＶ方式という。ＬＡＢＶを活用し、複数の開発プロジェクト

を連鎖的に実施している事例がある。 
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Ｐ／ＰＦＩ手法から地域の実情や課題に応じた適切な手法を選択した公的不動産

における官民連携の推進を図る。 

なお、以下の具体的取組のうち、「ＰＰＰ／ＰＦＩの活用を推進する新たな分野

の開拓」に記載している各取組については、社会経済情勢や取組の進展状況等に応

じて、随時、重点分野への追加を行う。 

 

【具体的取組】 

ⅰ）公共施設等運営事業の裾野の拡大 

① 公共施設等運営事業を推進するためには、既存の制度や枠組みの制約を明らかに

しつつ、新たな分野での活用の拡大を図ることが重要であることから、公共施設

等運営権の設定可否を整理したＰＦＩ法に基づく「民間資金等の活用による公

共施設等の整備等に関する事業の実施に関する基本方針」（以下「ＰＦＩ基本方

針」という。）の別表について、対象となる施設の追加や設定可の場合の条件明

示等の変更を行い、さらなる活用を促す。（令和８年度掲載）＜内閣府＞ 

② 「ＰＰＰ／ＰＦＩ投資促進タスクフォース」において民間事業者のアイデア等

の募集等を行う仕組みを活用し、地方公共団体からの制度等の見直しの提案の

機会も設け、これまで公共施設等運営事業が活用されてこなかった分野や活用

が不十分な分野の案件形成に取り組む。（令和８年度掲載）＜内閣府＞ 
③ 有料道路については、下関北九州道路において公共施設等運営事業の活用を行

うことになり、地方道路公社以外の者が管理することとなった場合には、これ

を可能とするために速やかに制度改正を検討する。（令和８年度掲載）＜国土交

通省、内閣府＞ 
④ 「公共施設等運営権及び公共施設等運営事業に関するガイドライン」について、

公共施設等の建設や改修と運営事業を同一の者が行うことが可能であること

を明確化すること等の見直しを検討する。（令和８年度掲載）＜内閣府＞ 
 

ⅱ）「水の官民連携」の推進 

① 「水の官民連携」を推進するため、トップセールス等の地方公共団体への働きか

け、国と地方公共団体の連携、各分野における支援施策の強化等を推進する。

（平成２９年度掲載、令和６年度強化）＜農林水産省、経済産業省、国土交通省、

内閣府＞ 

② 水分野の公共サービスの効率的・持続的提供のため、水道・下水道・工業用水道

に加え、集落排水も含めた分野横断型・広域型の「水の官民連携」の形成に

取り組む地方公共団体を積極的に支援する。（令和６年度掲載）＜農林水産省、

経済産業省、国土交通省、内閣府＞ 
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ⅲ）ＰＰＰ／ＰＦＩによるカーボンニュートラルへの貢献 

① 気候変動への適応・カーボンニュートラルへの対応のため、治水機能の強化

と水力発電の促進を両立する「ハイブリッドダム」の主要な取組として、発電

施設を新設・増設し、既設ダムにおける水力発電を推進する。（令和５年度掲載）

＜国土交通省＞ 

② 地方環境事務所等の国の地方支分部局と地域プラットフォームの連携や、公共施

設への太陽光発電設備の導入補助に際し原則ＰＰＡ事業 18に限定すること、Ｅ

ＳＣＯ事業等を活用した省ＣＯ２設備の導入等により、民間事業者の創意工夫

をいかした公共施設の脱炭素化など地域主導の脱炭素の取組を促進する。（令

和４年度掲載、令和５年度強化）＜環境省、内閣府＞ 

③ グリーンインフラ官民連携プラットフォームにおける地方公共団体と先端的

な技術を有する企業等とのマッチング支援、先導的なモデル地域の事例の水平

展開等を通じ、民間資金等を活用したグリーンインフラの実装を推進する。（令

和５年度掲載）＜国土交通省＞ 

 

ⅳ）スモールコンセッションの推進 

① 産官学金等の多様な主体が参加・連携する「スモールコンセッションプラット

フォーム」等を活用し、首長への働きかけや関係者のノウハウの習得のための

研修、官民交流イベントに取り組むとともに、プロジェクトの構想の策定等を

サポートする専門家の派遣や先導的な事業の導入検討支援等を通じて、地方公

共団体におけるスモールコンセッションの全国的な普及促進を図る。（令和６年

度掲載）＜国土交通省、内閣府＞ 

② さらに、多様な主体による自走的な取組を加速化するため、プラットフォーム

の機能を拡充し、遊休公的施設に関する情報のマッピングによる共有・「見える

化」と、案件形成に向けた官民マッチング等の対話機会の充実を図る。加えて、

スモールコンセッションの実践のための「手引き」を策定し、円滑な案件形成

に向けたノウハウを体系化して発信するとともに、専門家等から技術的助言が

得られるワークショップを通じて個別案件の事業化へのきめ細かなサポートに

取り組む。これらにより、先進事例の創出と効果的な横展開を通じて取組のス

パイラルアップにつなげ、令和１３年度までに、１００件のスモールコンセッ

ションの事業が具体化することを目標とする。（令和８年度掲載）＜国土交通省、

内閣府＞ 
 

 
18 発電事業者が、需要家の敷地内に太陽光発電設備を発電事業者の費用により設置し、所有・

維持管理をした上で、需要家が発電事業者に対して電力使用量に応じた電気料金を支払う仕組みを

いう。ＰＰＡとは、Ｐｏｗｅｒ Ｐｕｒｃｈａｓｅ Ａｇｒｅｅｍｅｎｔ（電力購入契約）の

略。 
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ⅴ）新たなＰＰＰ／ＰＦＩ活用モデル等の形成・普及促進 

① 積極的に指標連動方式 19が採用されることを目指し、令和７年６月に「指標連

動方式に関する基本的考え方」について改定を行い、指標連動方式の具体的な

活用イメージを普及するため、他の類似する方式（業績連動方式、成果連動型

民間委託契約方式等）との違いや、指標連動方式に近い仕組みを導入している

事例の掲載を行った。これらを踏まえ、地方公共団体・民間事業者と意見交換

を行い、課題やニーズを把握するとともに、専門家派遣制度などを活用し、指

標連動方式を採用した案件形成に向けた支援を引き続き実施する。（令和４年度

掲載、令和７年度強化）＜内閣府＞ 

② 地域のインフラを支える地方公共団体の管理機能の維持、遊休公的施設の利

活用、カーボンニュートラルの推進等の地方公共団体が抱える政策課題の解決

に向けて、民間提案に基づく新たな官民連携手法の構築への支援を実施する。（令

和６年度掲載）＜国土交通省＞ 

③ 地方公共団体が遊休地を複数所有し、それらを活用しても必ずしも収益性の高

い不動産関連事業が期待できない場合への対応方策として、ＬＡＢＶを活用し

た事例を基に、事業の各プロセスにおけるポイントや、官民の役割分担・リス

ク分担等の留意点を整理した解説書を令和７年６月に作成・公表した。これを

参考としつつ、地方公共団体・民間事業者等と意見交換を行い、普及拡大に向

けた課題やニーズを把握するとともに、専門家派遣制度などを活用し、ＬＡＢ

Ｖを活用した案件形成に向けた支援を引き続き実施する。（令和５年度掲載、令

和７年度強化）＜内閣府＞ 

④ 人口減少やインフラ老朽化が進む中で、強靭で持続可能な上下水道の実現に向

けて「集約型・分散型のベストミックスによる施設の最適配置」を進めるため、

給水区域内における水道の分散型システム 20の導入の検討手法をとりまとめた

「水道事業における分散型システムの導入検討手引き」の周知を行う。また、

令和６年度に開始された「上下水道一体革新的技術実証事業（ＡＢ－Ｃｒｏｓ

ｓプロジェクト）」により民間事業者の小規模分散型水循環システムを含む分散

型システム導入の実証事業にも取り組む。（令和８年度掲載）＜国土交通省＞ 

⑤ フェーズフリーの視点を取り入れ防災に配慮した公共施設等の整備に当たって

は、官民連携による創意工夫を活用していけるよう、令和８年５月に作成した

 
19 公共施設等の管理者等（ＰＦＩ法第２条３項）が主に利用料金の生じない公共施設等に関し

て実施させるＰＦＩ契約等（包括的民間委託契約等を含む）のうち、公共施設等の機能や持続

性、管理者等が求めるサービス水準に対応した指標を設定し、民間事業者に委託等した際に支

払う額等の一部又は全部が、当該指標の達成状況に応じて決まる方式をいう。 
20 主に中山間地域等において用いられる小規模な水供給システムの総称。具体的には、集落ごと

等に地域の水源から取水し、小型の浄水処理装置を設置して配水する小規模な施設（小規模な水

道施設）や、管路維持が困難な集落等に給水するため、浄水場等から集落内の配水池に、車両や

船舶、タンク等により浄水を運搬する手法（運搬送水）等が想定される。 
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先行事業を基とした事例集（フェーズフリーの視点を取り入れた公共施設等に

関する事例集）の周知を行う。（令和７年度掲載）＜内閣府＞ 

⑥ 公共サービス改革法に基づく市場化テストを活用し、民間事業者の創意工夫を

いかして、公共サービスの質の維持向上及び経費の削減を図る改革を引き続き

実施する。（令和８年度掲載）＜総務省＞ 

⑦ 「下水道分野における「水の官民連携」ガイドライン第３．０版」の改訂状況

を踏まえ、「水の官民連携」における「長期契約」、「性能発注」、「維持管理・更

新の一体マネジメント」、「プロフィットシェア」という４つの要素を含み民間

事業者による料金収受を前提としないＰＰＰ手法（レベル３.５更新実施型）を

他の分野へ展開するため、ＰＦＩにおける事例が十分でなく、手法が確立され

ていない「プロフィットシェア」について、導入方法や発動条件、分配方法等

を国のガイドライン等で明確化することを検討する。（令和８年度掲載）＜内閣

府＞ 

 

ⅵ）ＰＰＰ／ＰＦＩの活用を推進する新たな分野の開拓 

① 農業水利施設の包括的民間委託について、国が直轄で管理している施設での

導入拡大を図るとともに、地方公共団体や土地改良区が管理している施設での

試行を行い（令和８年度まで）、今後の導入拡大に向けてメリットや課題等の整

理・検討を行う。（令和４年度掲載、令和５年度強化）＜農林水産省＞ 

② 現行衛星のＰＦＩ事業による運用状況を踏まえ、次期衛星についても運用が

より効率的・安定的なものとなるよう、引き続きＰＦＩ等による運用を視野に

事業内容の検討を行う。ＰＦＩ等の導入に際しては、事業者による収益事業の

提案を認めるなどにより民間事業者のビジネス機会が創出できるよう検討を進め

る。（令和４年度掲載、令和５年度強化）＜内閣府、関係省庁＞ 

③ 国立公園において、滞在体験の魅力向上に向けた検討を引き続き実施すると

ともに、選定された利用拠点において、民間提案を取り入れつつ具体的スキー

ムの検討を行う。また、この利用拠点で得た知見をふまえ、令和１３年まで

に全国の国立公園において、地域の理解と環境保全を前提に民間活用によ

る魅力向上の取組を進める。（令和４年度掲載、令和６年度強化）＜環境省＞ 

④ 河川敷地占用許可準則に基づく社会実験を活用した更なる規制緩和により、

河川裏の河川敷地における新たな民間投資を創出し地域活性化と河川管理の

効率化の両立を実現する取組（ＲＩＶＡＳＩＴＥ）の導入促進を図るとともに、

より有用な制度改正に向けた検討を行う。（令和４年度掲載、令和５年度強化）

＜国土交通省＞ 

⑤ 国民公園の更なる魅力向上を図るため、民間活力をいかした整備等について

引き続き実施するとともに、民間提案の行事・イベントの実証試験の実施等を
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通じて公園管理の課題等の整理・検討を行う。（令和５年度掲載）＜環境省＞ 

⑥ 令和６年４月から施行された漁港及び漁場の整備等に関する法律に基づき、

官民連携による漁港施設や水面を活用した海業 21の取組を促進するため、関係

者への説明会の実施や、補助金により取組に係る調査等を支援する。（令和５年

度掲載）＜農林水産省＞ 

⑦ 公営駐車場について、需要動向やまちづくりの在り方等を踏まえ、ＰＦＩの

導入やまちづくり会社による駐車場運営をはじめとした民間事業者との連携に

よる駐車場経営の改善、計画的な維持管理等の総合的なマネジメントを地方

公共団体において積極的に進められるよう、ガイドラインの充実や優良事例の

横展開等を行う。（令和５年度掲載）＜国土交通省＞ 

⑧ スタンド・オフ防衛能力 22の実効性の確保をはじめ、宇宙領域を活用した常時

継続的な目標情報の探知・追尾能力の獲得を目的として、ＰＦＩ方式による衛

星コンステレーション 23の構築を進める。（令和７年度掲載）＜防衛省＞  

⑨ 防災目的で地方公共団体が所有するキッチンカーに関する日常時と非常時の活

用可能性について具体的な取組内容や課題の実態把握に努め、必要に応じて調

査結果を地方公共団体等へ情報提供を行う。（令和７年度掲載）＜内閣府＞ 

⑩ 警察官の教育訓練や生活の場である警察学校について、ＰＦＩの活用を積極的

に検討し、老朽化した施設の建替等を進めるとともに、施設の集約も推進し、

生活環境の改善を加速させる。(令和８年度掲載)＜警察庁＞ 

⑪ 在外公館において、老朽化により大規模修繕が必要な施設の更新等に際し、現

地の法制度の基礎調査や想定される事業パターンを整理する等のＰＦＩ導入可

能性調査・検討を行うとともに、国内外の事業に関心のある民間事業者との対

話を促進する。（令和８年度掲載）＜外務省＞ 

⑫ 防衛装備品の維持・整備について、即応性の向上を図りつつ、業務の効率化及

び経費の抑制（費用対効果の最大化）を行うための取組として、成果の達成に

応じて対価を支払うＰＢＬ24の導入を拡大させるため、継続的に「防衛省ＰＢＬ

ガイドライン」の見直しを行うなど利活用の促進に向けた取組を実施する。（令

和８年度掲載）＜防衛省＞ 

 

 
21 海や漁村の地域資源の価値や魅力を活用する事業であって、国内外からの多様なニーズに応え

ることにより、地域のにぎわいや所得と雇用を生み出すことが期待されるものをいう。 
22 我が国に侵攻してくる艦艇や上陸部隊等に対して脅威圏の外から対処する能力をいう。 
23 一定の軌道上に多数の小型人工衛星を連携させて一体的に運用するシステムをいう。 
24 Ｐｅｒｆｏｒｍａｎｃｅ Ｂａｓｅｄ Ｌｏｇｉｓｔｉｃｓの略。装備品の維持・整備におい

て、必要な修理や部品の調達をその都度契約するのではなく、可動数向上や修理期間短縮等の

成果に対して対価を支払う包括的な契約のこと。成果の達成にあたり民間事業者に裁量を与え

る観点からＰＰＰと親和性の高い契約手法と考えられる。 
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ⅶ）公的不動産等における官民連携の推進 

① 地域プラットフォームや民間事業者、大学等と連携し、行政財産の目的外使用

許可や、未利用国有地の暫定活用を含めた情報発信を強化し、更なる国有財産の

有効活用に取り組む。特に行政財産の目的外使用許可に関しては、関係省庁と

連携し、全国の庁舎等の有効活用に向けた取組を推進する。また、国家公務員

宿舎の新規建設を着実に進め、ＰＦＩ活用を推進する。（令和４年度掲載）＜財

務省、内閣府、関係省庁＞ 

② 国有財産の有効活用に際し制度面、運用面での改善要望について、民間事業者等

から積極的に受け付け、改善策を検討し、必要に応じ規制緩和等の措置を行う。

（令和４年度掲載）＜内閣府、財務省、関係省庁＞ 

③ ゆとりとにぎわいのある「居心地が良く歩きたくなる」まちなかの空間形成に

向け、官民が連携して行う既存ストックの一体的・効果的活用（公共空間の

利活用、民間事業者によるオープンスペースの提供等）を推進するとともに、

有識者懇談会の中間とりまとめとして公表した「成熟社会の共感都市再生ビ

ジョン」や「官民所有のパブリックスペースの利活用・管理」ワーキンググ

ループの議論等を踏まえ、民地を含むパブリックスペースの更なる利活用促

進にむけた既存制度の改善等の措置を行う。（令和４年度掲載、令和８年度強

化）＜国土交通省＞ 

④ 若年人口の減少に伴い、学校の統廃合が進むなど、今後小中学校施設等の遊休化

が急速に拡大する中、文教施設等の集約・複合化に関するＰＰＰ／ＰＦＩ事業

の案件形成を進めるための支援を行うとともに、文教施設分野における複合化

を含めた多様なＰＰＰ／ＰＦＩの事例集や廃校活用事例集を周知し、横展開を

行う。（平成２９年度掲載）＜文部科学省＞ 

⑤ 学校施設の地域の中核拠点化に向けて、複合施設化に関する優良事例を収集し

横展開を図るとともに、未利用時間の利活用等、学校施設における官民連携の

活用に関する課題の検証や事例の周知等を図る。（令和４年度掲載）＜文部科学省、

経済産業省＞ 

⑥ 国・地方公共団体等が公共サービスの提供に当たって自ら資産を保有するという

従来の手法以外の柔軟な手法（公共施設の非保有手法）について、活用が有効

と思われる条件や活用する際の留意事項等及び参考となる事例を取りまとめた

基本的考え方を周知し、公共施設の非保有手法の活用促進を図る。（令和３年度

掲載）＜内閣府＞ 
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⑦ 地方公共団体における公共施設等総合管理計画 25等の策定・改訂や固定資産台帳

等の更新・公表を引き続き進めることにより、公的不動産の活用への民間事業

者の参画を促す環境の整備を進める。（平成２６年度掲載）＜総務省＞また、

総合管理計画の策定・改訂に当たってＰＰＰ／ＰＦＩの積極的な活用を検討す

るよう、地方公共団体に対し要請していることを踏まえ、引き続きＰＰＰ／Ｐ

ＦＩに関する記載状況を把握の上、公表を行う。（令和４年度強化）＜総務省、

内閣府＞ 

⑧ 地方公共団体や民間事業者等を対象として、不動産特定共同事業等を活用して

資金調達を行ったＰＲＥなど遊休不動産の活用事例等を紹介するセミナーを業

界団体等と連携して継続的に開催するとともに、地方公共団体と民間事業者

のマッチングを促進するＰＲＥポータルサイトを運営することで、公的不動産

の利活用を促進する。（平成３０年度掲載）＜国土交通省＞ 

⑨ 道路上部空間の利用等により、都市再生と一体的な高速道路の大規模改修を

推進するため、首都高速道路築地川区間をモデルケースとし、ＰＰＰの活用に

ついて検討を引き続き推進する。（平成２８年度掲載）＜国土交通省＞ 

⑩ 地方公共団体が遊休地を複数所有し、それらを活用しても必ずしも収益性の高

い不動産関連事業が期待できない場合への対応方策として、ＬＡＢＶを活用し

た事例を基に、事業の各プロセスにおけるポイントや、官民の役割分担・リス

ク分担等の留意点を整理した解説書を令和７年６月に作成・公表した。これを

参考としつつ、地方公共団体・民間事業者等と意見交換を行い、普及拡大に向

けた課題やニーズを把握するとともに、専門家派遣制度などを活用し、ＬＡＢ

Ｖを活用した案件形成に向けた支援を引き続き実施する。（令和５年度掲載、令

和７年度強化）＜内閣府＞（２．（３）ⅴ）③再掲） 

 

（４）物価高騰等の事業リスクへの対応 

【方針】 

物価変動への対応について、令和６年度以降、ガイドライン等の改正や通知等の

発出を行い、管理者等と民間事業者の間で協議が行いやすくなったという声がある

など一定の成果が出ているところであるが、物価上昇の局面が続く中、更なる対応

が必要である。民間事業者が適正な利益を得られるよう、実態調査やヒアリング等

を踏まえ、ＰＦＩ基本方針の変更やガイドライン等の改正及び適切な対応の周知徹

底を行うとともに、実態について継続的な把握を行う。また、その他の事業リスク

に関して新たに顕在化した課題について検討を行う。  

 
25 「インフラ長寿命化基本計画」（平成２５年１１月２９日インフラ老朽化対策の推進に関する

関係省庁連絡会議決定）Ⅳの行動計画をいう。 
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【具体的取組】 

ⅰ）制度改善 

① 令和７年度に実施した地方公共団体に対する実態調査及び事業者に対するヒア

リングや建設業法等の改正内容を踏まえ、地方公共団体も含めてより明確に対応

を促すため、ＰＦＩ基本方針を変更する。併せて、「ＰＦＩ事業実施プロセスに関

するガイドライン」、「契約に関するガイドライン」及び「ＰＦＩ標準契約１（公

用施設整備型・サービス購入型版）」について必要な改正を行う。これらの改正内

容を含め、物価変動への対応について改めて周知を行うとともに、地方公共団体

における対応状況について継続して調査を行う。（令和８年度掲載）＜内閣府＞ 

② 物価変動を契約金額に適正に反映させるための契約変更等の協議に関し、迅速か

つ円満な合意形成のため、地方公共団体及び選定事業者が第三者の助言を得られ

るための環境整備について検討を行う。（令和８年度掲載）＜内閣府＞ 

③ 災害発生リスク等、昨今の経済社会動向の変化により新たに顕在化してきたリス

クも見受けられるため、令和８年度中を目途に調査を実施し、その結果を踏まえ、

「ＰＦＩ事業におけるリスク分担等に関するガイドライン」の見直しを検討す

る。（令和８年度掲載）＜内閣府＞ 

 

ⅱ）物価高騰等に対する支援等 

① ＰＰＰ／ＰＦＩ事業の専門家、法律、会計、税務、金融等の高度な専門的知識を有

する公共施設等運営事業の専門家及び地方公共団体等におけるＰＰＰ／ＰＦＩに

係る業務経験が評価・認定された専門家を地方公共団体や地域プラットフォー

ム等への派遣によるＰＰＰ／ＰＦＩ事業に関する情報提供、助言等の支援を行

うことについて、更なる広報等の実施により、派遣件数を増やし、具体の案件形

成に向けた取組を強化する。（平成２８年度掲載、令和４年度強化）＜内閣府＞

（２．（１）ⅴ）①再掲） 

② ＰＰＰ／ＰＦＩの実務に関する質問・問い合わせへの対応について、物価高騰等へ

の対応を含め、地方公共団体や民間事業者が制度・契約・事業実施等に関する相談

を円滑に行えるよう、ワンストップでの相談対応の在り方について検討を行う。

（令和８年度掲載）＜内閣府＞ 

 

（５）取組基盤の充実 

【方針】 

ＰＰＰ／ＰＦＩ事業に対する取組意欲を高めるとともに、個々の課題解決に資す

るよう、デジタル化の進展に伴うオープンデータの充実に向けた取組の動向も踏ま

え、取組事例や多様な効果等のＰＰＰ／ＰＦＩに関する情報の共有、「見える化」の

強化に努める。 
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ＰＦＩ法の施行から２５年以上が経過し、ＰＰＰ／ＰＦＩの導入実績は着実に増

加し、多様化する中、更なる活用促進に際し支障となる制度的な課題について、規

制改革等の取組と連携した対応を検討するとともに、事業の量のみならず質を重視

する観点から事後評価の一層の推進に努める。 

 

【具体的取組】 

ⅰ）情報の充実・情報活用機会の充実 
① ＰＦＩ事業の基礎データベースを周知するとともに、引き続き関係省庁や機構

等の協力を得ながら、ＰＦＩに関する情報の一元化と充実に取り組む。あわせ

て、ＷＥＢサイトの充実や動画の活用など、参照しやすい形での発信を実施す

る。（令和４年度掲載）＜内閣府＞ 

② 令和８年２月に改定した「ＰＰＰ／ＰＦＩ事業の多様な効果に関する手引・事例

集」を広く発信し、各主体の取組意欲の向上やＰＰＰ／ＰＦＩ導入時に期待す

る効果の「見える化」を促進する。（令和４年度掲載、令和７年度強化）＜内

閣府＞ 

③ 機構は、保有するノウハウ等を効果的に情報発信するため、ＷＥＢサイトの充

実など広報活動の強化に取り組む。特にＷＥＢサイトについては、掲載情報の

質・量ともに改善を図り、参照しやすい形での情報発信を実施する。（令和４年

度掲載）＜内閣府＞ 

 

ⅱ）制度改善 
① 民間事業者の創意工夫を促進する観点から、民間事業者等から受ける制度改善

や推進施策に係る意見について、民間資金等活用事業推進委員会において対応

を検討するとともに、必要に応じて、内閣府規制改革推進室及び内閣官房の関

係部局とも連携した上で、制度所管省庁と協議・調整し、「ＰＰＰ／ＰＦＩ投資

促進タスクフォース」を活用しつつ、制度や運用の改善に取り組む。（令和４年

度掲載、令和８年度強化）＜内閣府、内閣官房、関係省庁＞ 

② 地方公共団体の事業において、民間資金を必要としない場合にも、事業者に対

してＳＰＣ組成を義務付けている案件がある。また、民間資金活用のメリット

を十分に理解せず、検討期間を短縮できる、公的資金のほうが金利負担が少な

いという理由だけで ＰＦＩ以外の手法を採用していると考えられる案件があ

る。民間資金活用やＳＰＣの意義等をより明確にし、地方公共団体が事業手法

の選択に当たって総合的な判断ができるよう「ＰＦＩ事業実施プロセスに関す

るガイドライン」等の整理を行う。（令和８年度掲載）＜内閣府＞ 

③ ＰＦＩ事業の更なる促進等の観点から、株式等流動化の意義等や、株式譲渡及

び債権流動化の進め方等を盛り込んだガイドラインの周知を図り、株式等流動

化の促進に向けた環境の整備を行う。（令和２年度掲載）＜内閣府、関係省庁＞ 
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④ 事業期間においても民間事業者が所有権を保持することにより機動的な施設改

修等において民間事業者の創意工夫が発揮しやすい等のメリットがあるＢＯＴ

方式（Ｂｕｉｌｄ－Ｏｐｅｒａｔｅ－Ｔｒａｎｓｆｅｒ）を促進するため、税

制特例措置の適用期限を令和１２年３月まで５年間延長した。ＢＯＴ方式を採

用する案件の形成促進に向けて、アンケート調査の機会等を活用し、ＢＯＴ方

式のメリット等の普及啓発に努めるとともに、地方公共団体や民間事業者にお

ける検討状況や本税制特例の適用ニーズの把握を進める。（令和６年度掲載）＜

内閣府＞ 
⑤ 「ＰＦＩ事業実施プロセスに関するガイドライン」には、民間事業者の募集、

評価・選定方法の一つとして、公募型プロポーザル等の競争性のある随意契約

が示されており、同時に、政府調達協定との整合性を確保することとされてい

るが、どのような場合に整合性が確保されるのか、同ガイドラインへの明記を

検討する。（令和８年度掲載）＜内閣府＞ 
 

ⅲ）事後評価の推進 
① 期間満了ＰＦＩ事業の事後評価の実施状況及びＰＦＩ事業の効果・課題を把握し、

事後評価の実効性向上及び今後実施されるＰＦＩ事業にいかすため、定期的に

事後評価の実施状況の調査を行う。この調査等の検証で得られた知見及び令

和３年４月に策定した「ＰＦＩ事業における事後評価等マニュアル」を周知

し、期間満了後の検証のみならず、期間満了前の次期事業の検討にいかすほか、

今後の事業方式の選定や事業内容の改善への活用を促す。また、事後評価結

果の公表を促すとともに、地方公共団体等の負担軽減等の観点から、「ＰＦＩ事

業における事後評価等マニュアル」の改定、事後評価公表用のフォーマットの

作成など、運用改善の検討を行う。（令和３年度掲載、令和８年度強化）＜内閣

府＞ 

② 今後実施を検討する類似のＰＦＩ事業の参考となるよう、地方公共団体が実施

した事後評価の結果のうちホームページ等にて公表が確認できた事業の一覧を

令和８年２月に作成・公表した。その事業の一覧については、随時更新を行い、

周知するなど、地方公共団体等における事後評価等に対する理解の浸透と積極

的な活用を図るとともに、国が実施した事後評価の結果についても一覧に追加す

る。（令和８年度掲載）＜内閣府＞ 

③ 事業期間中に外部有識者による事業の運営実績の検証等を実施し、その結果を

踏まえて現行事業終了後の方向性や他施設への適用可能性の検討を行う法務省

の取組をはじめとする優良事例について、関係省庁へ横展開を図る。（令和８年

度掲載）＜内閣府＞ 
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（６）株式会社民間資金等活用事業推進機構の活用 

【方針】 

機構は、国・地方の厳しい財政状況下における公共施設整備等において、民間

資金・ノウハウの活用を促進し、ＰＦＩ事業を推進することを目的としている。

民間金融を補完する「資金供給」と専門的知見に基づく「案件形成支援」を両輪

に、事業を展開している。 

足下の情勢は、物価高騰による必要融資額の増大に加え、金利上昇局面におけ

る「長期にわたる資金固定への懸念」や「他の運用対象と比較した相対的な低収

益性」といった要因により、民間金融機関のみではリスク許容が困難な領域が拡

大するなど、ＰＦＩ市場の不確実性が増している。あわせて、安全保障分野にお

いて、事業契約解除時における違約金控除に伴う債権回収リスクといった、構造

的に民間金融機関による対応が困難な領域への金融支援も不可欠となっている。

一方で、インフラ老朽化対策の加速は喫緊の課題であり、ノウハウ不足等の課題

に直面する地方公共団体や地域金融機関等において、機構による支援の重要性

は高まっている。 

本アクションプランの目標達成に向け、限られた人的リソースを最大限に活

用し、物価高騰や金利上昇等の市場環境の変化や、安全保障能力の強化やインフ

ラ老朽化等の社会のニーズを的確に捉えた戦略的な事業運営が不可欠である。

このため、以下の事項を重点課題として掲げ、組織を挙げて強力に推進する。 

 

【具体的取組】 

① 機構は、物価高騰や金利上昇により民間金融機関のみではリスク許容が困難

な案件に対し、民間金融機関と協調して積極的に出融資を行う。特に、案件

推進に不可欠な場合には、公平性と財務健全性を担保しつつ、機構の強みで

ある「長期・固定・低利」融資を戦略的に活用することで、民間資金の「呼

び水」としての機能を最大限に発揮し、停滞する事業化プロセスを下支えす

る。また、地域のインフラ老朽化対策を加速させるため、従来の空港やアリ

ーナ等の利用料収入に係る需要変動リスクを伴う大規模事業に加え、地元企

業が主役となる「ローカルＰＦＩ」等にも、機動的かつ重点的に取り組む。

（令和８年度掲載）＜内閣府＞ 

② 機構は、我が国の安全保障、国民保護及び大規模災害等への対応能力を強化す

るため、防衛省が実施する「民間船舶の運航・管理事業」への金融支援を重点

的に実施する。具体的には、事業者帰責による事業契約解除時に違約金がサー

ビス対価から控除されることに伴い債権回収原資が不足するリスクに対し、民

間金融機関による対応が困難な領域を機構のメザニン支援により補完すること

で、民間の参画と円滑なファイナンス組成を促進する。あわせて、令和９年度
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開始予定の次期事業に向けた案件形成を進め、自衛隊の利用がない期間に民間

収益事業を組み合わせる「混合型」スキームを、安全保障分野におけるＰＦＩ

の先導的モデルとして確立し、国の財政・人的負担を抑制した効果的かつ効率

的な防衛力整備に寄与する。（令和８年度掲載）＜内閣府、防衛省＞ 

③ 機構は、「官民連携支援センター」を活用し、案件発掘から事業実施段階までの

各段階において、ＰＦＩ事業の経験が無い市町村を含む地方公共団体や民間事

業者等に対し、具体的かつ継続的なコンサルティング機能を発揮することで、

ＰＦＩの裾野拡大と事業化プロセスの迅速化を支援する。具体的には、国の支

援制度を活用した地方公共団体等へのフォローアップや地方公共団体及び地域

金融機関との協定による連携強化、地域プラットフォームでの相談対応等を通

じた案件形成支援を多角的に展開する。（平成２８年度掲載、令和７年度強化）

＜内閣府＞ 

④ 機構は、「官民連携支援センター」を通じ、地方公共団体が直面する専門ノウハ

ウや民間事業者の不足、物価高騰への対応といった個別課題に対し、各団体の

実情に即したきめ細やかな伴走支援を徹底する。あわせて、老朽化が進む地域

インフラの再生に向けて、地域の担い手不足を補い事業規模を確保する分野横

断型・広域型ＰＦＩ等の普及・浸透に注力し、ＰＦＩ事業の裾野の拡大を図る。

なかでも重点分野である「水の官民連携」については、高度な先行事例の検討

プロセスや課題を、他地域でも活用可能な「実務的知見」として体系的に集約・

共有することで、地方公共団体側の心理的・実務的ハードルを解消し、各地域

におけるコンセッション方式等の導入が着実に進展する環境を整備する。（令和

８年度掲載）＜内閣府、国土交通省＞ 

⑤ 機構は、「官民連携支援センター」を通じ、独立行政法人を含む国の優先的検討

の運用において求めがあった場合には、関係機関と連携して必要な支援を行う

こととし、これに対応するための体制強化等必要な措置を講じる。（令和８年度

掲載）＜内閣府＞ 

⑥ 機構は、地方公共団体・地域金融機関との連携協定によるネットワークを最大

限に活用し、受動的な相談待ちに留まることなく、地域課題等の解決に資する

事業ニーズの能動的な掘り起こしを強化する。あわせて、民間インフラファン

ドへの出資を通じて民間事業者の知見や情報を活用し、潜在的な案件を早期に

捕捉するとともに、事業の最上流（構想・計画段階）からの関与を深めること

で、着実な案件支援へとつなげる。（令和８年度掲載）＜内閣府＞ 

⑦ 機構は、連携協定や地域プラットフォームを基軸とした人材交流及び実務研修

等を通じ、地域金融機関の案件形成及び審査・融資能力の向上と、地元民間事

業者のＰＦＩ実務の習得を一体的に支援することで、地元関係者の事業参画へ

の心理的・実務的ハードルを下げ、民間主導の具体的な案件形成を促すことで、

将来的な機構の支援決定につながるパイプライン（支援候補案件群）を構築す
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る。これにより、機構による支援が役割を終えた後においても、地元民間事業

者の提案を地域金融機関が支える「地域自律型の推進体制」を整備し、地域イ

ンフラを支え続ける持続可能な経済基盤の底上げを図る。（令和８年度掲載）＜

内閣府＞ 

⑧ 機構は、地域金融機関等の職員に対し、ＰＦＩに係る金融実務の習得を目的と

した体系的な実務者研修を継続的に実施するとともに、令和７年度中に作成・

提供した融資契約書等の参考例に加え、令和８年度中に解説書を作成・提供す

ることで、プロジェクトファイナンスのノウハウの移転を進め、地域人材の育

成を図る。これらにより、令和８年度までに機構がノウハウ移転を行った地

域金融機関等が全ての都道府県において所在する状況の実現を目指す。（令和４

年度掲載、令和８年度強化）＜内閣府＞（２．（１）ⅵ）③再掲） 

⑨ 機構は、ＰＦＩ推進に向けた機運を醸成する観点から、ＷＥＢサイトの充実や、

地方公共団体・地域金融機関との連携協定、地域プラットフォームを活用した

情報発信の強化に取り組む。あわせて、公的資金を運用する機関として、類似

の投融資領域における関係機関との役割分担を踏まえた業務遂行等の在り方に

ついて検討を行うとともに、説明責任の履行と透明性の確保の観点から、支援

額の開示を含む個別案件の一層分かりやすい情報開示や、令和８年度中にポー

トフォリオ全体の状況についての公表情報を充実させる。（令和４年度掲載、令

和８年度強化）＜内閣府＞ 

⑩ 機構は、令和４年のＰＦＩ法改正時の附帯決議及び支援基準の内容を踏まえ、

保有する株式等及び債権について、全体としての長期収益性を確保しつつ、市

場動向や各案件の特性に応じた実現可能性を精査した上で、ＰＦＩ資本市場の

早期の自律的な形成への寄与も念頭に、同法第５６条第２項に定める処分期限

を待たず、早期かつ機動的な処分の在り方について検討する。（令和８年度掲載）

＜内閣府＞ 
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３．ＰＰＰ／ＰＦＩアクションプラン推進の目標 

（１）事業規模目標 

ⅰ）目標設定の考え方 

ＰＰＰ／ＰＦＩの着実な推進を図っていくため、１０年間（令和４年度から令和

１３年度まで）の事業規模目標を設定する。 

この場合の事業規模は、ＰＰＰ／ＰＦＩの活用により新たな民間事業者の経済活

動を創出するという施策の目標を踏まえ、契約締結した事業から見込まれる民間

事業者の契約期間中 26の総収入をもって測るものとする。 

対象とするＰＰＰ事業の範囲は、ＰＰＰ活用の推進を通じて従来よりも民間事業

者の役割を大幅に拡大するという施策の目的を踏まえ、官民が連携して行う事業の

うち次の３要件を満たすものとする。 

・従来の官民の役割分担を見直し、民間事業者の役割を大幅に拡大し、その主体性

を幅広く認めるものであること。 

・協定等に基づき官民双方がリスクを分担すること。 

・民間事業者が事業実施に当たり相当程度の裁量を有し、創意工夫をいかすこと

で、事業の効率化やサービスの向上が図られること。 

 

ⅱ）類型ごとの考え方 

①公共施設等運営権制度を活用したＰＦＩ事業（類型Ⅰ） 

公共施設等運営事業については、民間事業者の経営ノウハウを導入し、施設の

ポテンシャルを最大限いかすことにより、地域における成長の起爆剤とすることが

重要である。スタジアム・アリーナ、文化施設など、今後の普及が期待されるフロ

ンティアの拡大を強力に進め、質と量の両面から活用促進を図る。 

本格的な人口減少社会の中で、増加する維持更新費等からその持続可能性が課題

となっている水道、下水道といった生活関連インフラ分野において早期に民間事業

者の経営ノウハウを導入し、その持続可能性を確保するため、公共施設等運営事業

の活用を推進することが必要である。 

また、料金徴収を伴う事業は、その内容によっては適切な範囲で公的負担と公共

施設等運営部分から構成する混合型事業スキームの設定が可能である。このため、

独立採算型が難しく、たとえ一部の費用しか料金により回収できない場合であっても、

混合型として積極的に検討すべきである。これにより、従来よりも抑制された公的

負担の下、公共施設等運営事業を実現し、民間事業者の経営ノウハウの導入による

効果の創出が期待できる。 

 
26 契約期間の満了日が令和１４年度以降の契約については、令和１４年度以降の総収入も事業

規模に含む。 
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さらに、民間事業者の経営手法や創意工夫をいかすことができる事業規模を確保

するため、複数施設の運営を一括して公共施設等運営事業化する「バンドリング」

を推進するとともに、公共施設等運営事業の積極的な活用にとってのディスインセ

ンティブとなる制度上の問題の解消を図ることが必要である。 

 

②収益施設の併設・活用など事業収入等で費用を回収するＰＰＰ／ＰＦＩ事業

（類型Ⅱ） 

既存施設に収益施設の併設・活用を行うことによって、施設の価値向上を図って

いくことが重要である。その際、施設が持つ収益ポテンシャルは様々であり、利用

料金や収益事業で整備・運営費の全てを回収できるもの（独立採算型）から、運営費等

一部の費用のみしか回収できないもの（混合型）まであるが、たとえ一部の費用の

みしか回収できない場合であっても、公的負担の抑制に資する観点から、積極的に

活用することとする。その上で民間事業者の資金や創意工夫により収益拡大を目指す

ことが重要である。 

また、収益型事業は、公共施設等の運営をより広範に民間経営に委ねる公共施設

等運営事業へと将来的に発展する可能性を持つものであり、より広範な公共施設等

に積極的に活用すべきであり、公共施設等の管理者側においても、積極的に公共施

設等運営事業へと移行させる取組や働きかけを行うことが必要である。 

 

③公的不動産の有効活用を図るＰＰＰ事業（以下「公的不動産利活用事業」と

いう。）（類型Ⅲ） 

低未利用の公的不動産を有効活用することで、まちのにぎわいを官民連携して創

出し、地域の「価値」や住民満足度をより高めるとともに、新たな投資やビジネス

機会を創出することが重要である。例えば、近年、公共施設の再編・複合化によっ

て生まれる余剰地について、公共施設整備と併せ、民間活用を図り、効率的・効果

的に事業を進めている事例も多く見られる。また、公共施設等総合管理計画等の策

定・改訂や固定資産台帳等の更新等の状況も踏まえつつ、行政財産を含む国公有不

動産や国立大学法人等の不動産等の公的不動産の最適利用を図っていくことが課

題となっており、類型Ⅰ・Ⅱのみでなく、広くかつ柔軟に公的不動産利活用事業を

活用することにより、これを進めることが重要である。その際、民間事業者の創意

工夫を最大限活用するため、公共施設の再編に伴う余剰地の活用も含め、民間提案

を積極的に活用する。 

さらに、公的不動産を核にしたまちづくりのために官民の長期的なパートナー

シップの枠組みをつくる新たな手法についても活用を積極的に検討すべきである。 
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④サービス購入型等のＰＰＰ／ＰＦＩ事業（類型Ⅳ） 

サービス購入型ＰＦＩ事業や指定管理者制度等から成る本類型の事業は、ＰＰＰ

／ＰＦＩ事業の実施経験の無い地方公共団体にとっては、ＰＰＰ／ＰＦＩ活用の

ファーストステップとしての効果が期待できることから、引き続き、積極的に活用

することが重要である。 

加えて、サービス購入型ＰＦＩ事業は、我が国においてこれまでハコモノを中心

に活用されてきたが、今後は、インフラ分野へと活用の幅を拡大することが必要で

ある。 

なお、サービス購入型ＰＦＩ事業活用の検討に際しては、資金調達コストの差異

のみで判断するのではなく、業務効率化による効果等を総合的に勘案したＶＦＭ27

の客観的な評価や、民間事業者の創意工夫の活用等による社会価値 28等への評価を

踏まえて行うべきである。 

また、指定管理者制度（負担付寄附を含む）や包括的民間委託は、民間事業者の

役割の拡大を通じて将来的に公共施設等運営事業へと発展することが期待できるた

め、積極的活用を図るとともに、契約更新時や更なる民間活用の可能性を検討でき

る機会等に公共施設等運営事業への移行の可能性を積極的に検討することが重要で

ある。 

その他、官民が連携して行う事業のうち前述の３要件を満たすものとして、公共

サービス改革法に基づく市場化テストについても引き続き活用することやＰＰＰと

親和性の高い取組として、「防衛省ＰＢＬガイドライン」に基づく取組を推進するこ

とが重要である。 

 

ⅲ）目標 

平成２５年度から令和４年度までの事業規模目標２１兆円を７年間で達成したこ

とに加え、令和４年度からの３年間における実績や、社会経済情勢等を踏まえ、令

和４年度から令和１３年度までの１０年間で４０兆円の事業規模の達成を目指す。 

これまでの事業規模実績を踏まえ、類型Ⅰで３兆円 29、類型Ⅱで１２兆円、類型

 
27 Ｖａｌｕｅ Ｆｏｒ Ｍｏｎｅｙの略。同一の公共サービス水準を前提に、公共施設等の管理者等

が実施する場合における費用及び収入と、民間事業者が実施する場合における費用及び収入を比較

した結果の差額のことをいう。この額がプラスの場合には、ＰＰＰ／ＰＦＩ事業の実施が適切であ

るとされる。 
28 例えば、地方創生やＳＤＧｓに掲げられる持続可能なまちづくりの実現等の社会的な課題解決

に資するもの。 
29 類型Ⅰは、令和４年度からの３年間における実績において、関西国際空港・大阪国際空港のよ

うな大型案件がなく、今後も同程度の規模の事業が現時点では見込まれないことに留意した。 
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Ⅲで１３兆円 30、類型Ⅳで１２兆円を目標とする。 

類型Ⅰについては、引き続き積極的な推進を図るとともに、事業規模の大小を問

わず、幅広い分野で活用されることを目指す。 

なお、個々の事業については、経済的・社会的に最適な事業手法により実施され

るべきものであり、引き続き、各公共施設等の管理者等が客観的な評価を行い、こ

れに基づき事業方式の選択を行う。 

 

（２）重点分野と目標 

ⅰ）重点分野の選定の考え方 

民間ビジネス拡大効果が特に高い分野や、今後ストックの維持更新について大き

な課題を抱えることが予想される分野、新たにＰＰＰ／ＰＦＩを導入することによ

り取組の加速が期待できる分野を重点分野として指定し、取組の強化を図る。取組

の強化に際しては、機構の機能も活用・強化しつつ、関連施策を集中的に投入する。

その際、既存の交付金等の助成事業について、ＰＰＰ／ＰＦＩの活用がより促進さ

れるよう制度改善を検討する。さらに、令和１３年度までの１０年間で具体化 31を

狙う事業件数のターゲット目標（１０年ターゲット目標）を設定し、案件形成の加

速化を図る。１０年ターゲット目標はその進捗を毎年度フォローアップし 32、ＰＤ

ＣＡサイクルを実施する。１０年ターゲット目標に対して更なる進捗が求められる

分野 33については、他の分野の取組等を参考にしつつ、取組を一層強化する。 

重点分野については、民間事業者の経営ノウハウを導入し、施設のポテンシャル

を最大限いかすため、基本的には公共施設等運営事業の活用を目指すこととする。

ただし、個別分野の特性を踏まえ、他の官民連携手法が有効な場合にはその可能性

もあわせて検討する。 

なお、重点分野と目標は、社会経済情勢や取組状況の進展に応じて、今後、随時

追加・見直しを行う。 

  

 
30 類型Ⅲは、令和４年度からの３年間における実績において、１兆円を超える大型案件が２件含

まれるなどの特殊要因があったことや、今後も同程度の規模の事業が現時点では見込まれないこ

とに留意した。 
31 １０年ターゲット目標における「具体化」は、地方公共団体が主な事業主体であること等を踏

まえ、個別案件の状況を斟酌しつつ、事業実施の決定に至る前の段階の案件についても対象とす

ることとし、①最終的な事業実施の有無にかかわらず、手法の一つとして事業実施の検討を行っ

た案件、②実施方針公表段階となる予定の案件のほか、③実施契約を締結する予定の案件を対象

とする。 
32 １０年ターゲット目標は、複数分野を一体で事業実施する場合、それぞれの分野で件数を計上

する（例えば水道と下水道の一体事業の場合、水道１件、下水道１件と計上する。）。 
33 例えば、１０年ターゲット目標に対する令和７年度末の進捗率が４０%に達していない分野等

が考えられる。 
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ⅱ）各重点分野における取組 

① 空港 

対象となる施設等 対象となる事業手法 １０年ターゲット目標 

空港 公共施設等運営事業 １０件 

 

原則として全ての空港への公共施設等運営事業の導入を促進するものとし、上記

の目標の達成に向け、以下の施策等に取り組む。＜国土交通省＞ 

 

・民間委託空港状況フォローアップ会議の提言を踏まえ、コロナ禍を踏まえたリスク

分担条項（プロフィット・ロスシェアリング条項、無利子貸付条項等）の新設等

について、会議体を設け検討を進める。また、案件ごとに、実施契約への反映を検

討する。（令和４年度掲載、令和８年度強化）＜国土交通省＞ 

・公共施設等運営事業における混合型スキームの導入の優良事例・効果について、

情報を収集・発信する。（令和４年度掲載）＜国土交通省＞ 

・空港における公共施設等運営事業への理解を深めるための導入効果等の情報発信

や働きかけを、地方公共団体と連携・協力の下、積極的に行う。（令和４年度掲

載）＜国土交通省＞ 

・地方公共団体等に対し、公募手続に係る知見の提供、関心のある企業等の紹介、

調査費の支援等を積極的に行う。（令和４年度掲載）＜国土交通省＞ 

・公共施設等運営事業を推進するための個別施策に関し、進捗状況を「見える化」

する。（平成２９年度掲載）＜国土交通省＞ 

・公共施設等運営事業者の創意工夫が十分に発揮されるよう規制の緩和や合理化

を進める。（平成２８年度掲載）＜国土交通省＞ 

・羽田空港国際線ターミナルに関し、現在から契約満了までの間の追加投資につい

て、その必要性の有無を確認する。また、必要な追加投資について、契約満了時

のあり方に関する検討を行う。（令和８年度掲載）＜国土交通省＞ 

 

② 水道 

対象となる施設等 対象となる事業手法 １０年ターゲット目標 

水道 「水の官民連携」 １００件 

 

水道分野では、「水の官民連携」（ウォーターＰＰＰ）の活用を目指し、上記の

目標の達成に向け、以下の施策等に取り組む。＜国土交通省＞ 

 

・令和４年度から開始した水道分野初の公共施設等運営事業である宮城県の取組

は他地域における公共施設等運営事業の活用の有力な先例となることから、関係
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省庁が一丸となって着実な事業実施を支援する。（令和４年度掲載）＜国土交通

省＞ 

・水道施設や事業経営に係るデータを整理・調査し、水道事業の持続性・脆弱性に

関する実態を把握し課題を整理し、地方公共団体へ働きかけを実施する。（令和

４年度掲載）＜国土交通省＞ 

・作成・公表した宮城県の事例を参考にした公共施設等運営事業の契約書及び要求

水準書のひな形を周知する。（令和４年度掲載）＜国土交通省＞ 

・令和５年度から拡充された官民連携の導入に向けた調査、検討及び計画作成等に

関する支援事業（官民連携等基盤強化推進事業）を周知し、活用を促進する。

（令和４年度掲載、令和５年度強化）＜国土交通省＞ 

・「水の官民連携」の検討に対する国費支援に際し、管路を含めることを前提とし

つつ、民間企業の参画意向等を踏まえ、対象施設を決定することについて、引

き続き周知する。（令和５年度掲載、令和６年度強化）＜国土交通省＞ 

・「水の官民連携」の導入検討費用に関して、下水道等の他分野、他地方公共団体

との連携等を前提とした導入検討については、引き続き、上限額を引き上げた国

費による定額支援を行う。（令和５年度掲載、令和６年度強化）＜国土交通省＞ 

・上下水道一体での「水の官民連携」の更新等整備費用に対し、引き続き重点配分

を行う。（令和６年度掲載）＜国土交通省＞ 

・水道事業に公共施設等運営事業を含む「水の官民連携」を活用することにより民

間事業者のノウハウを導入することが、広域化と併せ水道事業の長期的な健全性

の確保にとって有効な方策であることについて、広域化を契機としてＰＰＰ／Ｐ

ＦＩを活用している事例を含め、国が率先して示すことにより、地方公共団体に

よる「水の官民連携」等の民間活用を強力に後押しする。（平成３０年度掲載）

＜国土交通省＞ 

・水道分野における公共施設等運営事業を含む「水の官民連携」等の検討促進や住

民不安の解消を目的とし、全国各地で水分野におけるＰＰＰ／ＰＦＩ（官民連携）

推進会議等を活用した啓発活動を実施する。（平成２９年度掲載、令和７年度強

化）＜国土交通省＞ 

・水道事業における公共施設等運営制度の運用について、水道施設運営権の設定に

係る国土交通大臣の許可に関する審査についての基本的な考え方を定めた「水道

施設運営権の設定に係る許可に関するガイドライン」等の周知を促進する。（平

成３０年度掲載、令和４年度強化）＜国土交通省＞ 

・水道分野において官民連携の活用に取り組む地方公共団体に対しては、案件形成

に向けて事業スキームの検討や他分野を含めた先進的な取組事例に関する情報

提供や助言等により継続的な支援を行う。（平成２９年度掲載）＜国土交通省＞ 

・１０年ターゲット目標の達成に向けて案件形成を一層加速させるため、地方公共

団体に対し、主に官民のリスク分担や分野横断型・広域型に関する記載を拡充し

た「水道分野における「水の官民連携」ガイドライン」を策定・周知する（令和
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８年度掲載）＜国土交通省＞ 

・複数の地方公共団体が事業の広域化のために事業の統合を図る際、統合前の地方

公共団体の料金体系を統合後の事業体が地域別に引き継いで運用できるよう、制

度上の整理を行う。（令和８年度掲載）＜国土交通省、総務省＞ 

 

③ 下水道 

対象となる施設等 対象となる事業手法 １０年ターゲット目標 

下水道 「水の官民連携」 １００件 

 

下水道分野では、下水道処理施設の９割以上で民間委託、３割程度でＰＰＰ／Ｐ

ＦＩが導入されるなど、官民連携が進んでいるところであるが、より一層民間事業

者の経営ノウハウの導入による持続可能性の確保等を図る観点から、公共施設等運

営事業の活用を目指し、上記の目標を令和８年度中に前倒して達成するため、以下

の施策等に取り組む。＜国土交通省＞ 

 

・汚水管の改築に係る国費支援に関して、緊急輸送道路等の下に埋設されている汚

水管の耐震化を除き、「水の官民連携」（ウォーターＰＰＰ）導入を決定済みであ

ることを令和９年度以降に要件化する。その際、市町村ごとの委託による小規模

案件の乱立等により、事業の広域化が妨げられることのないよう要件の制度設計

を行う。このことについて、地方公共団体に周知し、「水の官民連携」の導入検

討の促進を図る。以上の取組を前提としつつ、１０年ターゲット目標の引き上げ

については、令和８年中に結論を得る。（令和４年度掲載、令和８年度強化）＜

国土交通省＞ 

・下水道事業について、公営企業会計の適用を要件化しており、この取組を着実に

進め、ＰＰＰ／ＰＦＩ活用の促進につなげる。（平成３０年度掲載）＜国土交通省＞ 

・公共施設等運営事業内での改築等整備費用に対し、令和５年度より国費支援の重

点配分を行う。（令和４年度掲載、令和５年度強化）＜国土交通省＞ 

・「水の官民連携」の導入検討費用に関して、他分野、他地方公共団体との連携等

を前提とした導入検討については、引き続き、上限額を引き上げた国費による定

額支援を行う。（令和５年度掲載、令和６年度強化）＜国土交通省＞ 

・上下水道一体及び他の地方公共団体と一体となって行う「水の官民連携」の改築

等整備費用に対し、令和６年度より国費支援の重点配分を行う。（令和６年度掲

載、令和８年度強化）＜国土交通省＞ 

・「水の官民連携」の具体的な案件形成に向けて、地方公共団体に対し、主に官民

のリスク分担や分野横断型・広域型に関する記載を拡充した「下水道分野におけ
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る「水の官民連携」ガイドライン第３．０版」を周知するとともに技術的な助言

を行う。また、モデル都市の課題整理、スキーム検討、効果分析等を支援し、成

果の全国発信・横展開を図る。（平成２８年度掲載、令和８年度強化）＜国土交

通省＞ 

・地方公共団体及び民間事業者を対象に「下水道における新たなＰＰＰ／ＰＦＩ事

業の促進に向けた検討会」と「民間セクター分科会」を統合した「水分野のＰＰ

Ｐ／ＰＦＩ（官民連携）推進会議」（官民連携推進会議）をオンライン併用で開

催するなど、官民が参加しやすい形で情報共有や意見交換を図り、官民それぞれ

の視点からＰＰＰ／ＰＦＩの先進事例の効果・メリットを積極的に発信し、官民

の相互理解を深める。また、地方公共団体を対象に「ウォーターＰＰＰ分科会」

及び「モニタリング小分科会」を開催し、地方公共団体間の意見交換、有識者に

よる助言等を通じ「水の官民連携」の導入を支援する。（平成２９年度掲載、令

和７年度強化）＜国土交通省＞ 

・先行的に公共施設等運営事業を開始した浜松市、須崎市、宮城県、三浦市及び宇部

市の着実な事業実施を支援する。具体的に検討を進めているその他の地方公共団

体に対しても、技術的な助言等を実施する。（平成２８年度掲載、令和７年度強

化）＜国土交通省＞ 

・ＰＰＰ／ＰＦＩの導入を推進する観点から、財務や経営の「見える化」を推進す

るため、経営に関する指標について地方公共団体間で比較できる情報を提供す

る。（平成２９年度掲載）＜国土交通省＞ 

・「下水道分野における「水の官民連携」ガイドライン第３．０版」を改訂し、「長

期契約」、「性能発注」、「維持管理・更新の一体マネジメント」、「プロフィットシ

ェア」の４つの要素を公共施設等運営事業と同程度に満たすレベル３．５更新実

施型の募集要項、契約書、要求水準書のひな型を追記する。（令和８年度掲載）

＜国土交通省＞ 

・複数の地方公共団体が事業の広域化のために事業の統合を図る際、統合前の地方

公共団体の料金体系を統合後の事業体が地域別に引き継いで運用できるよう、制

度上の整理を行う。（令和８年度掲載）＜国土交通省、総務省＞ 
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④ 道路 

対象となる施設等 対象となる事業手法 １０年ターゲット目標 

交通ターミナル等の 

道路分野全体（他分野

との連携含む） 

公共施設等運営事業等の

ＰＦＩ、ＰＦＩ以外の 

ＰＰＰ 

６５件 

 

交通ターミナルをはじめとする道路分野全体（他分野との連携含む。）におけるＰ

ＰＰ／ＰＦＩの活用について、上記の目標の達成に向け、以下の施策等に取り組む。

＜国土交通省＞ 

 

・交通ターミナルについては、品川駅、追浜駅、新潟駅、近鉄四日市駅、神戸三宮

駅、呉駅、札幌駅において、交通事業者等の関係機関と調整しつつ、道路管理

者である国が主体となって具体化に取り組む。（令和４年度掲載、令和５年度強

化）＜国土交通省＞ 

・愛知県道路公社における公共施設等運営事業の先行事例について、その成果等

を情報収集しつつ、情報提供をはじめとした横展開を図る。（平成２８年度掲載）

＜国土交通省＞ 

・高速道路のＳＡ・ＰＡ等の施設については、民間資金の活用を図るという観点か

ら、ＰＦＩ手法等の活用に向けた検討を行う。また、令和７年１２月に都市計画

決定された下関北九州道路については、国土幹線道路部会に設置された「本州・

九州連携小委員会」で議論された結果も踏まえつつ、公共施設等運営事業を含む

ＰＰＰ／ＰＦＩの手続を経ることを前提に、事業化を検討する。引き続き、エリ

ア単位での活用も視野に検討する。（令和４年度掲載、令和８年度強化）＜国土

交通省＞ 

・直轄駐車場については、効率的な維持管理・運営や駐車場利用者の利便性向上の

ため、公共施設等運営事業の具体化に向けた検討を行う。（令和６年度掲載）＜

国土交通省＞ 

・直轄国道の道路照明のＬＥＤ化については、取組の加速化や整備費用の削減を

図るため、近畿地方整備局大阪国道事務所における取組状況等を踏まえて横展

開を図る。（令和８年度掲載）＜国土交通省＞ 

 

 

 

 

 



39 
 

⑤ スポーツ施設（スタジアム・アリーナ等） 

対象となる施設等 対象となる事業手法 １０年ターゲット目標 

スタジアム・アリー

ナ・体育館・プール等 

公共施設等運営事業等の 

ＰＦＩ 

５０件 

 

公共施設であるスポーツ施設について、公共施設等運営事業等のＰＦＩの具体化

に向けた取組を着実に行い、上記の目標 34の達成に向け、以下の施策等に取り組む。

＜文部科学省＞ 

 

・「スタジアム・アリーナに係るコンセッション事業活用ガイドライン」及び「ス

タジアム・アリーナ改革ガイドブック（第３版）」を周知するとともに、引き続

き最新情報を収集しつつ、拡充を検討する。（令和４年度掲載、令和７年度強化）

＜文部科学省、内閣府＞ 

・地方公共団体等に対して、公共施設等運営事業を含むＰＰＰ／ＰＦＩ手法の導入

の検討状況を把握するための調査を定期的に実施し、地方公共団体の意向を踏ま

えつつ公共施設等運営事業の候補案件をリストアップし、トップセールスをはじ

めとする案件候補の掘り起こしを重点的に実施する。（令和４年度掲載、令和５

年度強化）＜文部科学省＞ 

・地方公共団体によるスポーツ施設の整備等における公共施設等運営事業の導入に

関して、具体的な構想・計画の策定やアドバイザリー経費に対する支援を行う。（令

和４年度掲載、令和５年度強化）＜文部科学省＞ 

・スポーツ施設における公共施設等運営事業の活用拡大に向け、導入可能性調査や

整備等に活用が可能な交付金等（地域未来交付金、社会資本整備総合交付金、都

市構造再編集中支援事業等）において、必要な支援等を行う。なお、施設の初期

投資に応じて一定の比率以上の民間企業からの投資が得られる、エンターテイメ

ントを含む複合的な機能を持つスポーツ施設に対しては、重点的な国費支援や地

方財政措置の対象とする。国費支援の内容や手法については、施設の立地によっ

て活用できる交付金等の内容に差があることを踏まえて、そのあり方を検討す

る。（令和４年度掲載、令和８年度強化）＜内閣府、国土交通省、文部科学省＞ 

・スポーツ施設の具体の案件形成やスポーツコンプレックス 35の推進に向けて、関

係府省と連携しながら、支援パッケージや事例集の周知を図るなど、説明会等に

 
34 公共施設等運営事業以外のＰＦＩを令和８年度より対象となる事業手法に追加。 
35 スポーツコンプレックスとは、単なるスポーツ施設単体でなく、より一層地域の活性化につな

がるよう、まちづくりとして推進すべく、以下の要素を意識しながら、十分なエリアとしてのマ

ネジメントの下、他の施設やインフラ等とともに、総合的・複合的な整備・活用の進展を図るも

のである。①異競技の集合化、②異分野の複合化、③まちづくりとの連携による、各種政策目標

の実現 
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おいて地方公共団体等への働きかけを積極的に実施するとともに、地方公共団体

等の積極的な導入検討を促進するため、セミナーの開催や相談窓口の開設等を実

施する。（平成２８年度掲載、令和５年度強化）＜文部科学省＞ 

 

⑥ 文化・社会教育施設 

対象となる施設等 対象となる事業手法 １０年ターゲット目標 

劇場・音楽堂、博物館 

・美術館・水族館、 

公民館・図書館等 

公共施設等運営事業等の

ＰＦＩ 

３５件 

 

公共施設である文化・社会教育施設について、令和４年度から公共施設等運営事業

等の活用に向けた取組を抜本的に強化し、上記の目標の達成に向け、以下の施策等に

取り組む。＜文部科学省＞ 

 

・地方公共団体等に対して、公共施設等運営事業を含むＰＰＰ／ＰＦＩ手法の導入

の検討状況を把握するための調査を定期的に実施し、地方公共団体の意向を踏ま

えつつ公共施設等運営事業の候補案件をリストアップし、トップセールスをはじ

めとする案件候補の掘り起こしを重点的に実施する。（令和４年度掲載、令和５

年度強化）＜文部科学省＞ 

・文化・社会教育施設の整備等における公共施設等運営事業を含むＰＰＰ／ＰＦＩ

手法の導入を促進するため、導入可能性調査等の検討経費への支援や専門家によ

る伴走支援を行う。（令和４年度掲載、令和５年度強化）＜文部科学省＞ 

・公共施設等運営事業の活用推進に向け、先行事例を基にノウハウ等の横展開を図

り、また、令和４年度に策定・公表した実施契約書・要求水準書等のひな形につ

いて、地方公共団体への資料提供等を進める。（令和４年度掲載）＜文部科学省＞ 

・文化・社会教育施設における公共施設等運営事業を含むＰＰＰ／ＰＦＩ手法の活

用拡大に向け、導入可能性調査や整備等に活用が可能な交付金等（地域未来交付

金、社会資本整備総合交付金、都市構造再編集中支援事業等）において、必要な

支援等を行う。（令和４年度掲載）＜内閣府、国土交通省＞ 

・文化・社会教育施設の具体の案件形成を推進するため、関係府省と連携しながら、

支援パッケージや事例集の周知を図るなど、地方公共団体等への働きかけを積極的

に実施するとともに、地方公共団体等の積極的な導入検討を促進するため、セミナー

の開催や相談窓口の開設等を実施する。（平成２８年度掲載、令和５年度強化）

＜文部科学省＞ 
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⑦ 大学施設 

対象となる施設等 対象となる事業手法 １０年ターゲット目標 

国立大学法人及び 

大学共同利用機関法人 

の施設 

公共施設等運営事業等の

ＰＦＩ、ＰＦＩ以外の 

ＰＰＰ 

４５件 

 

国立大学法人等の施設について、上記の目標の達成に向け、以下の施策等に取り

組む。＜文部科学省＞ 

 

・収益を伴う施設の整備事業について、公共施設等運営事業等のＰＰＰ／ＰＦＩ事

業の更なる推進・発展のため、アドバイザーによる支援や施設整備に対する一部

補助、実効性のあるＰＰＰ／ＰＦＩ事業の構築に向けた分析・発信等により、国

立大学法人等の取組を支援する。また、更なる取組事例等の周知等、積極的な取

組を進める。（令和４年度掲載、令和８年度強化）＜文部科学省＞ 

・施設整備補助の交付に際し令和４年度より原則としてＰＦＩの実施を要件化した

一定規模を超える新築・改築事業の円滑な実施や着実な事業開始に向けて、国立

大学法人等に対する伴走支援を行うなど、取組を着実に進める。（令和４年度掲

載、令和６年度強化）＜文部科学省＞ 

 

⑧ 公園 

対象となる施設等 対象となる事業手法 １０年ターゲット目標 

国営公園及び都市公園 公共施設等運営事業や 

Ｐａｒｋ－ＰＦＩによる

公園全体での民間活用 

３５件 

 

12か所の国営公園等、利用料金の設定された公園における公共施設等運営事業の

導入を進めるとともに、その他の都市公園では 182公園でＰａｒｋ－ＰＦＩが活用

され、165 公園で活用を検討中であるところ、引き続き官民連携手法の多様化に取

り組む。具体的には、公共施設等運営事業等により公園全体を対象とした民間活用

について、上記の目標の達成に向け、以下の施策等に取り組む。＜国土交通省＞ 

 

・国営公園においては、広域的な見地から設置され、概成している公園の中から設

定された公共施設等運営事業のモデルとなる公園について、サウンディング調査

による民間事業者のニーズ等を踏まえ、事業の具体化に向けた検討を行う。また、

これらの状況を踏まえ、他の公園における導入についても引き続き検討する。（令

和４年度掲載、令和５年度強化）＜国土交通省＞ 
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・公園全体での民間活用の拡大に向け、令和５年度から創設された官民連携による

公園の整備・管理運営のための調査を含め、地方公共団体の取組を調査から整備

まで一貫して支援するとともに、令和４年度に策定・公表した事例集やノウハウ

等を記したガイドラインを活用し、横展開等を図る。（令和４年度掲載、令和５

年度強化）＜国土交通省＞ 

・都市公園法に基づく公募設置管理制度（Ｐａｒｋ－ＰＦＩ）について、令和５年

度から創設された官民連携による公園の整備・管理運営のための調査に対する支

援を含め、地方公共団体の取組を調査から整備まで一貫して支援するとともに、

令和４年度に策定・公表した事例集やノウハウ等を記したガイドラインを活用し、

引き続き着実な導入促進を図る。（平成２９年度掲載）＜国土交通省＞ 

 

⑨ ＭＩＣＥ施設 

対象となる施設等 対象となる事業手法 １０年ターゲット目標 

ＭＩＣＥ施設 公共施設等運営事業等の

ＰＦＩ 

３０件 

 

公共施設であるＭＩＣＥ施設について、公共施設等運営事業等のＰＦＩの具体化

に向けた検討の支援を着実に行い、上記の目標の達成に向け、以下の施策等に取

り組む。＜国土交通省＞ 

 

・地方公共団体に専門家を派遣し、公共施設等運営事業等のＰＦＩ事業導入に向け

た課題の調査を行うとともに、事業発案段階で分野横断型事業の働きかけ等を行

う。また、ＭＩＣＥ施設運営に関わる民間サウンディング等を容易にするため、

サウンディングパートナー企業の情報拡充等のプラットフォームの充実を図る

ほか、地方公共団体に対して導入可能性に関する調査を行う。（令和４年度掲載、

令和８年度強化）＜国土交通省＞ 

 

⑩ 公営住宅 

対象となる施設等 対象となる事業手法 １０年ターゲット目標 

公営住宅 公共施設等運営事業等の

ＰＦＩ、ＰＦＩ以外の 

ＰＰＰ 

１００件 

 

公営住宅の建替・集約化においては、低所得者の居住の安定を図ることを前提と

しつつ、民間事業者の経営手法や創意工夫を活用することにより管理運営の効率化

と資産価値の向上を図るとともに、余剰地の有効活用等を通じて収益化を目指すこ
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とが重要であることから、公共施設等運営事業、収益型事業又は公的不動産利活用

事業の具体化を引き続き重点分野とし、従来型の PFI事業も含め、上記の目標の達

成に向け、以下の施策等に取り組む。＜国土交通省＞ 

 

・公営住宅の建替・集約化に際して、公共施設等運営事業、収益型事業又は公的

不動産利活用事業を積極的に活用し、公的負担の抑制に資する具体的な案件形成

を進められるよう、先行事例の情報提供の横展開を図るほか、基本構想、基本

計画の策定や導入可能性調査等の各段階において地方公共団体を支援する。

（平成２８年度掲載、令和５年度強化）＜国土交通省＞ 

 

⑪ 港湾施設 

対象となる施設等 対象となる事業手法 １０年ターゲット目標 

クルーズ船向け旅客タ

ーミナル、港湾緑地等 

公共施設等運営事業、国

際旅客船拠点形成港湾制

度、みなと緑地ＰＰＰ 

３０件 

 

クルーズ船向け旅客ターミナル及び港湾緑地について、公共施設等運営事業、国

際旅客船拠点形成港湾制度事業及びみなと緑地ＰＰＰを活用し、上記の目標 36の達

成に向け、以下の施策等に取り組む。＜国土交通省＞ 

 

・クルーズの再興に向け、「持続可能な観光」、「消費額拡大」、「地方誘客促進」を

キーワードに本格回復を図り、我が国の経済成長・地域活性化につなげるため、

政府の関係部局が連携して引き続き必要な支援を実施する。（令和２年度掲載）

＜国土交通省＞ 

・令和４年１１月に成立した改正港湾法に基づき、港湾緑地等において民間事業者

が収益施設の整備と当該施設から得られる収益を還元して緑地等のリニューア

ル等を実施する取組（みなと緑地ＰＰＰ）について、官民を交えた意見交換会の

開催や、港湾管理者への伴走支援等により導入促進を図る。（令和４年度掲載、

令和８年度強化）＜国土交通省＞ 

 

 

 

 

 
36 みなと緑地ＰＰＰを令和８年度より対象となる事業手法に追加。 
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⑫ 公営水力発電 

対象となる施設等 対象となる事業手法 １０年ターゲット目標 

公営水力発電 経営のあり方検討 ２０件 

 

カーボンニュートラルの実現等に向けて、再生可能エネルギーの一つである公営

水力発電においても、老朽化した施設を適切に更新・改修することでその機能を最

大限発揮していくことが求められ、民間資金等を活用していくことが重要である。

さらに、中小水力の新設案件については、民間の専門的知見を活用することが重要

である。また、既存の水力発電の経営効率化の手法は公共施設等運営事業をはじめ、

民営化・民間譲渡も選択肢として含まれ、事業者が個々の事情を勘案して最適な方

法を選択していくことが重要である。これを踏まえ、今後の経営の在り方の検討（Ｐ

ＰＰ／ＰＦＩを活用した新規の事業実施、公共施設等運営事業に加え、民営化・民

間譲渡等を含む。）を行う発電施設について、上記の目標の達成に向け、以下の施策

等に取り組む。＜経済産業省＞ 

 

・公共施設等運営事業によるＰＦＩ事業の導入を前提とした水力発電開発地点の

導入可能性調査に対する補助事業により、新設の小水力発電も含め、地方公共団

体における検討、移行を支援する。（平成３０年度掲載、令和５年度強化）＜

経済産業省＞ 

・水力発電の新設を検討する地方公共団体（とりわけ市町村）に対するＰＦＩ導入

の働きかけや相談を強化するため、ＰＦＩの導入事例や上記補助事業の活用につ

いて市町村向け説明会を実施するとともに、資源エネルギー庁にＰＦＩに係る相

談窓口を設置する。（令和８年度掲載）＜経済産業省＞ 

・鳥取県営水力発電の先行事例について、他の公営水力発電事業への適用拡大を図る

ため、情報提供をはじめとした横展開を図る。（令和３年度掲載）＜経済産業省＞ 

 

⑬ 工業用水道 

対象となる施設等 対象となる事業手法 １０年ターゲット目標 

工業用水道 「水の官民連携」、複数

年度で複数業務の委託を

行う官民連携手法 

２５件 

 

工業用水道分野では、「水の官民連携」をはじめとする多様なＰＰＰ／ＰＦＩを活

用し、民間事業者の創意工夫による良質なサービスの提供、収入の増加や経費の縮

減による財政負担の軽減を図ることとし、上記の目標の達成に向け、以下の施策等

に取り組む。＜経済産業省＞ 
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・工業用水道施設の強靭化事業の国費支援に関して、事業規模等が一定の条件を満

たす事業については、「水の官民連携」の導入を令和１０年度以降に要件化する。

要件化に向け、地方公共団体等に周知し、「水の官民連携」の導入検討の更なる

促進を図る。（令和５年度掲載）＜経済産業省＞ 

・地方公共団体における「水の官民連携」をはじめとする多様なＰＰＰ／ＰＦＩの

導入検討費用を支援する。（令和５年度掲載）＜経済産業省＞ 

・先行的に取り組む事業者へのヒアリング等を通じた導入効果や課題の整理を行

うとともに、地方公共団体等への分野横断型・広域型も含めた「水の官民連携」

導入に向けた伴走支援を実施する。（令和３年度掲載、令和６年度強化）＜経済

産業省＞ 

・全国各地で官民連携推進会議や地域懇談会等を活用し、「水の官民連携」につい

て情報提供を行うとともに、トップセールスを含めた「水の官民連携」等の導入

検討を促進するための啓発活動を実施する。（令和３年度掲載、令和５年度強化）

＜経済産業省＞ 

・デジタル技術を用いて、広域化と民間活用を一体的に推進する事業モデルにつ

いて周知し、地方公共団体等における導入検討を促進する。（令和４年度掲載）

＜経済産業省＞ 

 

⑭ 自衛隊施設 

対象となる施設等 対象となる事業手法 １０年ターゲット目標 

駐屯地・基地・自衛隊

病院等 

公共施設等運営事業等の

ＰＦＩ、民間包括委託等 

５０件 

 

自衛隊施設については、各駐屯地・基地等の施設の再配置・集約化等の整備に当

たり、公共施設等運営事業等のＰＦＩ、民間包括委託、それらの手法の組み合わせ

も含め、自衛隊施設の整備に最適な民間活用手法を「防衛省版ＰＰＰ」として確立

することを目指しつつ、ＰＦＩ手法等の導入を推進し、上記の目標 37の達成に向け、

以下の施策等に取り組む。＜防衛省＞ 

 

・ＰＦＩ手法導入に向け、防衛医科大学校病院、武山駐屯地及び下総航空基地等の

整備について、ＰＦＩ導入の検討を引き続き進める。（令和６年度掲載、令和８

年度強化）＜防衛省＞ 

・駐屯地・基地等を対象としたＰＦＩ手法等への適用性の検討や過去のＰＰＰ／Ｐ

ＦＩ導入事例等を参考にしながら、ＰＦＩ手法等の導入検討を円滑に実施できる

 
37 ⑭自衛隊施設は令和６年度に重点分野に追加となったことから、令和６年度から令和 13年度

までの８年間の目標を示す。 
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よう、基本的方針（事業スキーム、事業範囲、官民のリスク分担等）の策定に向

けた検討を行う。（令和６年度掲載）＜防衛省＞ 

・基本的方針を踏まえ、順次、地区ごとに導入可能性調査を実施し、防衛省版ＰＰ

Ｐの導入に向けた取組を着実に進める。（令和６年度掲載）＜防衛省＞ 

・島嶼部に対する侵攻や大規模災害等への対応、訓練等の平時に活用する場合も含

め、自衛隊が大量の人員、装備品等を輸送することが可能な手段を効果的かつ効

率的に確保するため、民間事業者において船舶を所有、維持、管理及び運航する

事業において、船舶を旅客船２隻に貨物船等４隻を加えて計６隻に増やして実施

しており、令和９年度開始の次期事業に向けて、公募等の準備を進める。（平成

２７年度掲載、令和８年度強化）＜防衛省＞ 

 

⑮ 火葬場 
対象となる施設等 対象となる事業手法 １０年ターゲット目標 

火葬場 ＰＦＩ、ＰＦＩを含む 

分野横断型・広域型官民

連携手法 

１０件 

 
多死社会の到来によって火葬需要が増加する地域がある一方で、人口減少により

火葬需要も減少に転じる地域がある中で、老朽化する公営火葬場の更新・集約建替

え、運営・維持管理等について、令和８年度からＰＦＩやＰＦＩを始めとする分野

横断型・広域型の官民連携手法の活用を図るため、上記の目標 38の達成に向け、以

下の施策等に取り組む。＜厚生労働省、内閣府＞ 

 

 ・地方公共団体に対し、セミナー等を通じたＰＰＰ／ＰＦＩの先行事例の横展開を

図るなど、積極的な支援を実施するとともに、火葬場の整備・運営に関する資料

集作成の検討を行い、ＰＰＰ／ＰＦＩの利点や、事業化における留意点等の周知

を行う。（令和６年度掲載、令和８年度強化）＜厚生労働省、内閣府＞ 

 ・公園整備等と複合化した火葬場の整備・運営事業について、地方公共団体の検討

を加速させるため、ＰＦＩの導入可能性調査に対する優先的な支援を検討する。  

（令和８年度掲載）＜内閣府＞（２．（２）ⅱ）⑦再掲） 

 

 

 

 

 

 
38 ⑮火葬場は令和８年度に重点分野に追加となったことから、令和８年度から令和 13年度まで

の６年間の目標を示す。 
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⑯ 一般廃棄物処理施設 
対象となる施設等 対象となる事業手法 １０年ターゲット目標 

廃棄物処理施設 「環境省版ＰＰＰ」 １５件 

 
一般廃棄物処理施設については、自治体間連携による広域化・集約化等により老

朽化施設の更新を進めてきたが、人口減少・少子高齢化による担い手不足や処理需

要の減少、施設の老朽化や物価高騰による維持管理・更新コストの増大等により持

続可能な適正処理の確保が求められており、広域化・集約化等の効率的な施設整備

等を一層推進していく必要がある。このため、従来から実施されてきた民間ノウハ

ウを活用したＰＦＩや分野横断型・広域型のＰＰＰ／ＰＦＩに加え、公共施設等運

営事業、公有地を利用した民設民営施設や民間の廃棄物処理施設の処理能力余力を

活用した事業等を「環境省版ＰＰＰ」として促進することとし、上記の目標 39の達

成に向け、以下の施策等に取り組む。＜環境省＞ 
 

・施設の広域化・集約化やＰＦＩなど民間活用等について検討することを要件化 

した一般廃棄物処理施設整備事業について、引き続き適切に運用を進めていくと

ともに、必要に応じ要件の見直しや明確化について検討を行う。（令和元年度掲

載、令和８年度強化）＜環境省＞ 
・「環境省版ＰＰＰ」に係る先行事例の調査や、廃棄物処理施設の処理能力余力を有

効に活用しながら広域化・集約化による施設整備を進めるための課題把握や論点

整理等を行い、更なる広域化・集約化を促進するための情報提供や市町村等の検

討のサポート等を行う。（令和８年度掲載）＜環境省＞ 

 

⑰ 国公立病院 
対象となる施設等 対象となる事業手法 １０年ターゲット目標 

国公立病院 ＰＦＩ、ＰＦＩ以外の 

ＰＰＰ 

１０件 

 

国公立病院については、物価高騰等の影響により経営が悪化するとともに、建設

費の高騰により、老朽化が進んでいても、建替え等の実施の見通しが困難な病院が

存在する。こうした課題に対応し、地域に必要な医療を維持するためには、政府や

各国公立病院において様々な取組を行う必要があるが、主に都市部の大規模な病院

において、ＰＦＩを含む官民連携手法を現場の実情に応じて活用し、病院又は駐車

場や職員宿舎等の附帯施設の整備、運営（診療行為等のコア業務を除く。）、維持管

理を行うことにより、業務の効率化・高度化、経費削減、サービスの向上による病

 
39 ⑯一般廃棄物施設は令和８年度に重点分野に追加となったことから、令和８年度から令和 13

年度までの６年間の目標を示す。 
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院経営の改善を図っている事例があることを踏まえ、国立病院や都市部の大規模な

公立病院等において、上記の目標 40の達成に向け、以下の施策等に取り組む。＜厚

生労働省、文部科学省、総務省、内閣府＞ 

 

・国公立病院を含む政策医療を担う医療機関への施設整備の財政支援を行うととも

に、物価上昇等の動向を注視し、医療機関の経営の改善の支援について、必要に応

じ、検討する。（令和８年度掲載）＜厚生労働省＞ 

・施設整備（附帯施設含む）が予定されている病院を有する厚生労働省所管の独立

行政法人等に対し、専門的助言が得られる機会を提供する等により、優先的検討規

程の策定及び適正な運用を支援し、ＰＰＰ／ＰＦＩ手法導入の優先的検討を推進す

る。（令和８年度掲載）＜厚生労働省＞ 

・大学施設の附属病院においてＰＰＰ／ＰＦＩを導入している先行事例の調査分析

を実施し、附属病院施設の再開発整備を実施する予定の国立大学法人に対して事

業スキームの選択肢を示すことを検討する。（令和８年度掲載）＜文部科学省＞ 

・都市部の大規模な公立病院におけるＰＰＰ／ＰＦＩの実施状況や課題等の把握を

行うとともに、ＰＰＰ／ＰＦＩの導入を検討している公立病院に対し、先行事例等

の周知を行う。（令和８年度掲載）＜総務省・厚生労働省＞ 

・国公立病院の持続的な経営のためのＰＰＰ／ＰＦＩの活用に向けたガイドライン

の作成を検討するため、厚生労働省、文部科学省、総務省、ＰＦＩ推進機構等の職

員を構成員とする検討会議を開催し、ＰＰＰ／ＰＦＩの検討状況や、複数の国公立

病院が連携して行うＰＦＩを含む官民連携手法の活用を通じた調達改革・デジタル

化の取組の把握・共有、有識者等へのヒアリングや先行事例における効果・留意点、

取組の方向性の整理等を行う。（令和８年度掲載）＜内閣府、厚生労働省、文部科

学省、総務省＞ 

 

  

 
40 ⑰国公立病院は令和８年度に重点分野に追加となったことから、令和８年度から令和 13年度

までの６年間の目標を示す。 
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４．アクションプランのＰＤＣＡの進め方 
本アクションプランについては、事業規模、重点分野やその数値目標、施策の進

捗状況やその成果について毎年度フォローアップを行い、現状を把握して課題を抽

出し、対応策を検討し、対応策の検討結果や更なる取組強化の検討状況を踏まえ、

毎年アクションプランを見直す。特に重点分野等の進捗状況については、「ＰＰＰ／

ＰＦＩ投資促進タスクフォース」の場を活用してフォローアップを行う。また、フ

ォローアップの結果は、各地方公共団体における取組の目安となるよう「見える化」

に工夫をする。 

 

 

５．その他 

令和７年改定版は、廃止する。 

 


